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（午前 ９時００分 再開） 

 

○浜口一利委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、予算決算常任委員会を再開いたします。 

  それでは、本日は、認定第１号のうち特別会計の決算認定、認定第２号、令和元年度水道事業会計決算認定

について、議案第３７号、令和元年度鳥羽市水道事業未処分利益剰余金の処分についてであります。 

  それでは、審査に入ります。 

  早速ですが、令和元年度鳥羽市介護保険事業特別会計について、担当課長の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○中井健康福祉課長 皆さん、おはようございます。健康福祉課、中井でございます。よろしくお願いします。 

  令和元年度鳥羽市介護保険事業特別会計の歳入歳出決算につきまして説明を申し上げます。 

  なお、決算の内容につきましては、決算成果説明書を中心に、人件費や前年度と差のない事業や事務経費等

は省略しながら説明をさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

  それでは、決算成果説明書の３２７ページをご覧ください。 

  令和元年度の介護保険事業の全体的な総括としましては、第７期介護保険事業計画の２年度目になることか

ら、初年度を踏襲し、これまで進めてきた地域包括ケアシステムをより深めていくため、地域の支え合い体制

をさらに進め、今後増加してくることが見込まれます認知症高齢者支援の推進や、要介護状態になっても住み

慣れた地域で最期まで生活できるよう、医療と介護の連携の強化を図りました。また、自立支援の考え方をケ

アマネジャーに理解を深めてもらえるよう、自立支援型地域ケア会議のアドバイザーに外部から作業療法士を

迎え、多角的な視点からアドバイス等を頂けるようにしました。まだまだ課題は多く、また、特にこれからは

介護予防と自立支援、支え合いという部分が重要になってきます。このことを意識しながら、今後も引き続き

事業を推進していきたいと考えております。 

  次に、新たに実施した事業といたしましては、介護予防をこれまで以上に広く周知啓発していくために、口

ずさみながら体操ができる元気づくりソングを作成し、各地域にある通いの場を訪問するとともに、市広報や

行政放送などでとばらんす運動のＰＲを行いました。また、国の施策ではございますが、低所得者の介護保険

料の軽減評価を目的に、第１段階から第３段階の方の保険料を軽減いたしました。予算執行を伴わない事業と

しましては、離島の介護サービス確保のための県との協議、現場視察を初め、地域で自主的に運動を行える通

いの場づくりの支援や、認知症についての普及啓発を図りました。 

  以上が総括となりますが、さきに申し上げましたとおり、令和元年度は事業計画の２年度目であることから、

事業内容は前年度と大きく変化するものではありませんが、新型コロナウイルス感染症の影響により一部中止

となった事業等もありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

  続きまして、歳入の状況を説明申し上げます。 

  同じく成果説明書の３２７ページの下段をご覧ください。 

  歳入の決算総額は、前年度より１,０９２万３,０００円増の２８億２,０９９万６,０００円で、０.４％の

増加となりました。その内訳は、一番下の図並びに表のとおりであります。増加の主な要因は、主に支払基金
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交付金及び県支出金が本市のこれまでのサービス費の伸びに応じて増加したこと並びに繰越金などが増加した

ことによるものでございます。 

  なお、この交付金等につきましては、後ほど歳出のところで説明申し上げますが、令和元年度は、介護サー

ビス給付費が余り伸びず、例年より大きな乖離が生じることから、令和２年度における過年度国庫支出金等返

還金が増加するものと思われます。また、事業に要する費用は、３２８ページの介護保険給付の財源の表に示

す割合で、国、県、市、被保険者がそれぞれ負担しているところであります。 

  続きまして、歳出について説明を申し上げます。 

  決算成果説明書３２８ページ、決算に関する説明書は２２７ページからをお願いいたします。 

  最初に、１款総務費、１項総務管理費、目１一般管理費です。予算現額６,１８６万９,０００円に対しまし

て決算額５,８６４万７,０００円であります。総務給与等管理費におきましては、介護保険の給料、被保険者

の資格管理、介護保険料の賦課徴収のほか様々な事務を行っており、認定調査、審査会業務につきましては、

鳥羽市政広域連合に委託し、実施をしております。事業内容の変動はございませんが、前年度決算との乖離に

つきましては、人事異動等による職員人件費や嘱託職員の賃金、電算委託料等の減などによるものでございま

す。保険料の収納状況につきましては、３２９ページの上の表にありますとおり、令和元年度は調定額５億

５,２５１万３,０００円に対し、５億３,９４０万５,０００円を収納しており、徴収率は９７.６３％で、前

年度に比べ微減となりました。 

  次に、不納欠損についてご説明申し上げます。別紙資料として提出させていただいております資料、健康福

祉課１の２ページ目をご覧ください。２ページ目、介護保険料不納欠損集計表というのをご覧ください。不納

欠損処分の総数は５０７件で、３３０万５,０００円を時効、行方不明等の理由で欠損処分させていただいて

おります。不納欠損の決定に当たりましては、預貯金の調査や臨戸徴収を行った後、課内で検討し、徴収不可

能なものにつきましては、市税等滞納金調査整理委員会で決定していただいております。 

  次に、成果説明書の３３０ページ上段をご覧ください。１款総務費、２項趣旨普及費、目１趣旨普及費では、

予算現額５万円に対しまして、決算額ゼロ円であります。 

  決算に関する説明書は、２２８ページの上段になります。介護保険趣旨普及事業としましては、前年度は第

７期介護保険事業計画の初年度であったため、保険料を初めとする介護保険制度の分かりやすい利用の手引を

冊子として印刷、配布いたしましたが、令和元年度は、制度周知に係るチラシ等を職員が作成し、所属の印刷

機により対応したことから、予算の執行はありませんでした。 

  次に、成果説明書は同ページの中段になります。２款保険給付費、１項介護及び予防給付費、目１介護サー

ビス等諸費では、予算現額２５億４,７８７万９,０００円に対し、決算額２５億１,１０４万４,０００円であ

ります。 

  決算に関する説明書は、２３０ページの上段となります。介護サービス等諸費給付事業では、前年と比較し

て要介護認定者は７４人の減、介護保険のサービス利用者は２５人の減、給付費の総額は２０９万

４,０００円の減額となりました。 

  主な経費での医療費等負担金のところをご覧ください。 

  サービス給付の大別では、居宅サービス給付費は１１億５,２２２万９,０００円で、前年度比８６万
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３,０００円、０.０７％の減となりました。減少の主な理由としましては、訪問介護は増加したものの、通所

リハと短期入所が減少したことによるものと思われます。 

  また、施設サービス給付費は１３億５,８８１万５,０００円で、前年度比１２３万１,０００円、０.１％の

減となりました。令和元年度の減少の主な理由としましては、特別養護老人ホームのサービス給付費は増加し

たものの、有料老人ホーム及び特定入所者介護サービス費が減少したことによるものでございます。施設サー

ビス給付費につきましては、これまで増加の一途をたどってきましたが、令和元年度において初めて減少に転

じました。なお、サービス給付費の概要につきましては、３３２ページの上段の表の記載のとおりであります。 

  次に、成果説明書３３３ページをご覧ください。３款地域支援事業費、１項地域支援事業費、目１地域支援

事業費です。予算現額９,５３３万７,０００円に対しまして、決算額７,８８０万９,０００円であります。こ

こでは１点について説明申し上げます。少し飛んで３３６ページをご覧ください。包括的支援事業２事業でご

ざいます。予算現額５,３７４万９,０００円に対しまして、決算額４,６１０万４,０００円であります。決算

に関する説明書は２３０ページの一番下になります。高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、

様々な事業を実施しております。前年度と比較して相談件数や研修等の回数、対象人数等の増減はありますが、

事業内容に大きな変動はございません。前年度決算額との乖離の主な要因につきましては、人事異動により職

員人件費が増となったものの、令和元年度から主任介護支援専門員を正規職員として新規採用する予定であっ

たことから、前年度まで行ってきた社会福祉協議会からの職員派遣を中止したことにより、派遣負担金が減少

し、事業費全体が減少したものであります。 

  歳出の説明については以上でございます。 

  次に、不用額について説明を申し上げます。 

  決算に関する説明書の２２７、２２８ページをご覧ください。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、節７賃金に１２２万４,０００円の不用額がございます。

これは、嘱託職員の賃金等におきまして、通年採用ができなかったことから、約７カ月分の賃金が不用となっ

たものであります。 

  次に、２２９、２３０ページをご覧ください。 

  ２款保険給付費、１項介護及び予防給付費、目１介護サービス等諸費、節１９負担金、補助及び交付金に

３,６８３万５,０００円の不用額がございます。これは、介護サービス等諸費給付事業における医療費等負担

金におきまして、例年、若干の余裕を見て予算計上しておりますし、また、当初予算計上時に前年度実績と直

近実績により試算をしておりますが、伸び率が想定よりも鈍化したことによるものでございます。 

  次に、３款地域支援事業費、１項地域支援事業費、１目地域支援事業費、節７賃金２３８万３,０００円の

不用額がございます。これは、嘱託職員の賃金等におきまして、専門職の産休代替職員の通年採用ができなか

ったことから、一般事務補助となり、単価が低くなったこと、並びに約５カ月分が不用となったものでござい

ます。 

  次に、その下、同じく地域支援事業費の節８報償費に１４０万円の不用額がございます。これは、包括的支

援事業・任意事業並びに一般介護予防事業におきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により講演会や研

修会、会議等が中止になったことにより、講師の報償、会議体への出席者報償が不用となったものでございま
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す。 

  次に、２３１、２３２ページをご覧ください。 

  同じく地域支援事業費の節１９負担金、補助及び交付金に７８２万５,０００円の不用額がございます。主

な要因は、介護予防・生活支援サービス事業に係る医療費等負担金が、当初の見込みより伸び率が減少したこ

と、並びに包括的支援事業・任意事業に係る補助金におきまして、家族介護慰労金の実績がゼロ件であったこ

となどによるものでございます。 

  次に、その下、同じく地域支援事業費の節２０扶助費に２１７万７,０００円の不用額がございます。これ

は、包括的支援事業・任意事業におきまして、成年後見助成金や介護用品支給事業の実績が当初の見込みより

少なかったことに加えまして、位置情報検索システム助成金交付金事業への申込みがゼロ件であったことなど

によるものでございます。 

  以上、介護保険事業特別会計の決算についての説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますように

お願い申し上げます。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  大変申し送れましたが、中世古副委員長のほうから本日の会議欠席の通知がまいっておりますので、ご承知

おきください。 

  説明は終わりましたので、質疑を受けたいと思います。ございませんか。ご質疑はよろしいでしょうか。 

  広子さん、ございませんか。 

○坂倉広子委員 はい。 

○浜口一利委員長 南川委員、よろしいですか。 

○南川則之委員 はい。 

○浜口一利委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 ３３０ページ、介護サービス等諸費給付事業等々についてお伺いをさせていただきます。これ

までずっと増加という傾向が、この年度に関しては微減とはいえ減少に転じているということですけれども、

これからの動きというのはどのように把握されていますか。 

○浜口一利委員長 辻川課長補佐。 

○辻川課長補佐 健康福祉課、辻川です。よろしくお願いします。 

  ここ数年、増加の率自体も少し鈍化しておりまして、令和元年度に至っては前年度比減になったと。今後は、

まだ高齢者の数としては増えていく見込みです。さらに、これからは高齢者の中でも後期高齢者が増加してい

く、それだけ介護保険のサービスを使う方たちが増加してくるというふうな見込みですので、給付費はそれに

比例しまして伸びる想定はしております。ただ、また給付費が伸びますと介護保険料に影響が出てきますので、

今も、以前から取り組んでいますが、包括支援センターを中心に、介護予防の取組、それは、介護認定を受け

なくてもいいような予防の取組であるとか、介護認定を受けても少しでも軽減するようにというところの介護

事業所に対する指導というか、そういう研修の機会等を設けて、給付費の伸びを鈍化していけるように課とし

ても取り組んでいきたいと考えています。 

  以上です。 
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○浜口一利委員長 瀬﨑委員。 

○瀬﨑伸一委員 ありがとうございます。恐らくは、高齢者の数という部分ではこれからもずっと増加の傾向に

あるのに、多分、これというのは、本当に微減、本当に余り変わっていない、横ばいというような理解という

ような感じでいいわけですね。恐らくは、これで過年度のいわゆる返還金なんかがぼんとのって、次の年にな

るとまたそれで減らされてというような、ちょっと悪循環に入るなというのがちょっと懸念されるところです

けれども、ぜひ、いわゆる介護予防とか、いわゆる地域の支え合い、コロナの影響が出てなかなかやれなかっ

たというところがあると思うんですけれども、だからこそ新しくこういうふうなことをしたほうができるやな

いかというようなことをまた徐々に考えていただいて、よろしくお願いします。ありがとうございます。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

  坂倉委員。 

○坂倉広子委員 ３２９ページの先ほど報告いただいた不納欠損の状況だけちょっと教えていただけますでしょ

うか。状況というか、すみません、この要因というか、不納欠損に陥っている原因、所得。 

○浜口一利委員長 保険料収入ということですか。 

○坂倉広子委員 はい。 

○浜口一利委員長 辻川課長補佐。 

○辻川課長補佐 不納欠損の要因というところで、これは、以前から変わらない部分もあるんですが、介護保険

料だけではなくて、税のほうの滞納の部分の方も多く、あと高齢者の方ですので、なかなか払いにくいという

ところもあります。なので、課としても、臨戸徴収ということで訪問させていただいて、保険料を納めていた

だくというところも取り組んできております。ただ、令和元年度は後半がコロナの影響もありまして、そうい

う部分で臨戸徴収を少し控えたところもありますので、そのあたりのところも少し滞納の影響は出てきている

と。ちょっと不納欠損に関しては今後のところになるので、そのコロナの影響が出てきてはおりませんが、不

納欠損に関しては、これまで滞納されている方がかなり継続して残っていっていると。ただ、新規でそういう

滞納になっていかいないようにということで、課としてはそういう臨戸徴収、電話での催告等も含めて取り組

んでおります。 

  以上になります。 

○坂倉広子委員 分かりました。 

○浜口一利委員長 資料のほうに詳しく載っています。 

○坂倉広子委員 はい。 

○河村 孝委員 関連でよろしいですか。 

○浜口一利委員長 関連で、河村委員。 

○河村 孝委員 すみません。平成３０年から令和元年にかけてのその不納欠損の部分で、特に無年金、低所得

のところの不納欠損の処理数が１６０件増えているわけですが、この辺のもう少し要因というのかな、たまた

まそういう、当然取扱い基準の要領があって、それに当てはまる年だったということなのかも分からないけれ

ども、当然、低所得者というわけだから、それまでに景気が悪かったり、思うように生活がままならないとい

う人たちがずっと何年かあって、ここで元年で１６０件増の処理をしたという形になっているけれども、その
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辺の要因というのはしっかり分析できているのか、もう少し詳しく教えてください。 

○浜口一利委員長 辻川課長補佐。 

○辻川課長補佐 ここの低所得者の年金の方の件数が増えているところに関しては、以前から交渉されている方

の中で、お支払いいただくということで、そういう誓約というか取らせてもらった方が何人かいて、ただ、そ

の方が、そのときは就労していたので少しずつ払っていただくというような形になっていたんですが、年齢を

重ねて就労収入がなくなってきたと、そういう方が数人いましたので、そこで、年金だけだとちょっと過去の

滞納まで払えないというところもあって、そういう事情が何人かの方がいらっしゃいました。それでちょっと

件数が増えたというような形になります。 

  今後は、なかなか年金と就労収入があれば、残っていたのも払っていただけるんですが、年金だけになるの

で、現状の保険料を納めていただくところでちょっといっぱいになってしまうというところもあるので、すみ

ません。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 ということは、今の説明で言うと、第１号の被保険者の数がほとんど増えてしまったと、年配

の方のところのボリュームが増えてしまったというところ。 

○浜口一利委員長 辻川課長補佐。 

○辻川課長補佐 この不納欠損というか介護保険料に関しては、市に納めていただく方は全て第１号の６５歳以

上の方になりますので。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 ルールどおりにやってもらっているので、いたし方ないことなのかなとは思うんだけれども、

急激にこの１６０件増えたというところは、私的には、心配ではあるのかなと、そういうふうにならない形で、

どういった、継続してやっていけるのかということを今後ともちょっと考えていただきたいなというふうに思

います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 濱口委員、どうぞ。 

○濱口正久委員 すみません、総務給与管理費のところの３２８ページの下のところにある表についてちょっと

解釈の仕方を教えていただきたいんですけれども、これ、要介護認定の申請月別件数が昨年度と比べて、昨年

度は１,２２３で９８人減少していまして、しかも新規は１００名近く減少している。これはどういうふうに

解釈したらよろしいんでしょうか。 

○浜口一利委員長 辻川課長補佐。 

○辻川課長補佐 まず、全体の件数が減っているところに関しては、更新の方の有効期限というものが介護保険

法の中で変わりまして、それが少し伸びたというところもあって、更新の方が少し減ったというところと、あ

と新規の方に関しては、介護認定と、あとそこまでに至らない方、事業対象者という、チェックリストという

ものをやって、事業対象者で介護保険のサービスが、一部の部分だけになるんですが、そういうサービスが使

えるという事業対象者というところもあります。そのあたりの件数も増えていますので、新規、介護保険の認

定の申請を受けるのは少し減ったと。あと、大体はそれぐらいの人数、そちらのほうが増えたので、新規がち
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ょっと減ったというところにはなるのかなと思います。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。新規のところで１００名減ったのでちょっと気になったんですけれど

も、今の解釈でさせてよろしいですか。分かりました。ありがとうございます。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 １点お聞きします。 

  歳入歳出差引残額は、９,５４４万円の黒字になっております。第７期の１年目、去年お聞きしましたら、

去年も８,９１５万円の黒字になっていて、僕は、介護保険料というのが、鳥羽市は２９市町のうち２番目に

高いと、取り過ぎたんじゃないかというふうに言いましたら、皆さんの答弁は、２年目は下がりますと、です

からこの３１年度決算で下がるというご答弁でした。そうなのかなと僕は思いましたけれども、確かに５期目

は、１年目が３,１１６万円の黒字、２年目が１,００８万円の黒字で３分の１になっております。第６期は、

１期目は４,０８３万円で、２期目は１,９１０万円、これは半分に減っております。５期、６期を見れば、皆

さんの答弁はそのとおりだったんです。ところがこの７期は、半分になるどころか逆に黒字が増えて、１億円

近い黒字になったと。先ほどの課長の説明では、支払交付金と、それから県の支出金、これが増えたというの

が歳入のプラス、それから歳出の減は、給付額が減ったと、その差引きがこれだけ黒字になったということで

した。今、介護保険料の納入者というのは６,９６３人ですから、１人に計算すると１万３,７００円の黒字だ

ったと、月額１,１４２円もの黒字になったということから見れば、前年の皆さんの答弁というのがちょっと

僕は食い違うんじゃないかと。そのあたり分析なすったというふうに思います。その分析を、どういうふうに

今回のこの大幅黒字になった要因について分析なさっているのか、そのあたりを説明してください。 

○浜口一利委員長 辻川課長補佐。 

○辻川課長補佐 昨年度は８,９００万円ほどの歳入歳出で残が出ました。その中で昨年度は、返還金が約

７,０００万円ぐらい、実は介護給付であるとか地域支援事業費の部分の返還金でそれぐらい返しております。

課長の先ほどの一番最初の説明でもありましたように、介護給付費がこれまで鳥羽市は増加していたところも

ありますので、そこで県や国の補助金がその給付の伸びに応じてこちらへ頂けるというところもあって、その

給付の伸びの差の分がどうしても入りとしては増していたと。それが翌年度には精算されて返還をするという

ところもありまして、それで少し大きくなっているのかなというところで分析をしております。 

  介護保険料に関しましては、今年度も、また来年度から新しい８期が始まるんですが、保険料を算定するに

当たっては、介護給付費であるとか地域支援事業費、向こう３年間どれぐらい皆さん使うかというところも計

算に入れて保険料を算定しますので、どうしても伸びのこれまでの増のところでの計算もしているところもあ

って、少し保険料としては設定が高くなってしまう部分はちょっと出てくるのかなと思っております。 

  ただ、この３年間が想定よりも少し伸びが緩やかになっておりますので、来年度以降の部分も、それも加味

しながら計算していく形にはなるんですが、そこで保険料をもう一度見直していく形にはなりますので。ただ、

ちょっとこの入りに関しては、実際、国・県からもらえる額が想定より多くなっているというところで分析を

しております。 

  以上になります。 
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○浜口一利委員長 戸上委員、見直しをしたいというようなことはあるけれども。よろしいですか。 

○戸上 健委員 結構です。 

○中井健康福祉課長 すみません、１点だけつけ加えさせていただきますと、冒頭の説明でも申し上げたんです

けれども、今回は、予想していた伸びよりも、サービスの伸びが鈍化したと。ですけれども、県から、この支

払基金交付金から入ってくる金は、その伸びを見込んで入ってきておりますので、その分で歳入に、変な言い

方をしますと、余分なお金が入っている。ですけれども、この余分なお金は、今年度、令和２年度に国のほう

に返還しますので、実質、単年度で考えますと９,０００万円近い黒字が出ていますけれども、これは黒字で

あって黒字でない部分が、今年度返還する分がございますので、その点、ご理解いただきますようにお願いし

ます。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 担当課の努力は、僕は評価しておるんです。それで、ちょっと見通しがどうだったのかという

ことで疑問を呈しました。余り強調されなかったけれども、こういうコストを減らすために、さっきの説明で

も、普及事業で今まで発注しておったものを、職員がもう手作りで印刷して５万円を浮かしたと。小さな額と

思うけれども、ここに皆さん方の姿勢が出ているというふうに思います。介護保険料を、もうこれは再三言う

とるように、県下で２番目に高いやないかと。皆さん方も肩身の狭い思いをしてきたというふうに思います。

ちょっとそれだけつけ加えておきます。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、説明員交代のため５分間休憩いたします。 

（午前 ９時３５分 休憩） 

─────────────── 

（午前 ９時４０分 再開） 

○浜口一利委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  令和元年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計について、担当課長の説明を求めます。 

  市民課長。 

○山下市民課長 おはようございます。市民課、山下です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、国民健康保険特別会計のご説明をさせていただきます。 

  平成３０年度から国民健康保険は、国保財政として県で一元化が実施されております。三重県が国民健康保

険の財政運営の責任主体として市町と共に国保財政を運営していくこととなりました。鳥羽市の現況としまし

ては、被保険者の減少に伴う保険税収入の減収や、基金の枯渇による歳入不足の中、医療技術の高度化や高齢

化に伴う歳出の増加が予想されることから、医療費の適正化や保健事業等の取組を引き続き実施していく必要

があります。保健事業の充実を図ることは、国民健康保険事業の運営には重要でありまして、地道な取組が市

民の健康寿命の延伸につながります。また、国民健康保険のみならず、後期高齢者医療や介護保険制度の安定

的な運営に寄与することができることから、継続的な事業の充実に努めていきたいと思います。 
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  それでは、令和元年度のまず決算状況のほうをご説明したいと思います。 

  資料のほうで３２４ページと３２５ページのほうをご覧ください。３２４ページのほうは歳入のほうになっ

ておりまして、３２５ページ、歳出のほうになっております。 

  歳入のほうは、決算額につきましては２９億８,３００万円に対しまして、歳出は２９億３,７２８万

６,０００円となり、差引き４,５７１万４,０００円の黒字となりました。しかし、実質収支として黒字とな

りましたが、そのうち前年度の繰越金が、収入のほうで見ていただきますと１億３７６万３,０００円である

ことから、単年度収支として考えれば５,８０４万９,０００円の赤字となっております。 

  歳入について前年度比較でさせていただきますと、１４２万４,７４８万円の減額となっております。この

主な要因ですが、被保険者数の減少に伴いまして国民健康保険税が減額になったことや、一般会計の繰入金の

うち法定外の繰入金の皆減によりまして減額になったものでございます。普通交付金、そして特別交付金では、

保険給付費の増加によりまして、こちらのほうは増額になっております。 

  続きまして、歳出のほうですけれども、前年度比較で５,６６２万３,５５１円の増額となりました。主な要

因は、１人当たりの費用の増加に伴いまして保険給付費が増額となっております。また、保健事業費納付金に

ついては、平成２９年度分の精算分として前期高齢者交付金の追加納付がございましたので、増額となりまし

た。 

  ページのほうを戻っていただいて、３１０ページのほうをお願いします。３１０ページの下のほうの円グラ

フのほうになります。それと横の表内のほうを併せてご覧いただきたいと思います。 

  収入のほうの詳細でございます。円グラフのほうは、収入の構成比となっております。全体の６８％が県支

出金になっております。金額で申しますと２０億３,７４２万１,０００円でございます。 

  次、保険税のほうですけれども、保険税は全体の２０％になっておりまして、６億１,００９万３,０００円

でございます。国民健康保険税の収納率の推移でございますが、こちらのほうは３１２ページのほうの下段に

記載させていただいております。令和元年度の収納率については、全体として８８.３１％で、現年度分は

９５.３６％となっております。 

  戻っていただいて、３１０ページ、繰入金でございます。繰入金のほうは全体の７％で、２億１,７２４万

５,０００円でございます。繰越金、あと諸収入の合計したもので、５％で１億１,８２４万１,０００円でご

ざいます。 

  収入の詳細は以上でございます。 

  歳出についての詳細は、これからの事業区分別でご説明していきたいと思いますので、お願いします。 

  それでは、決算成果説明書の次ページの３１１ページ、決算に関する説明書は、２０１ページ、２０２ペー

ジのほうをお願いします。 

  款１総務費、項１総務管理費、予算現額５,６０６万３,０００円、決算額は５,３７０万９,０００円で、目

１一般管理費予算現額５,５３９万１,０００円、総務給与等管理経費で決算額は５,３０６万８,０００円でご

ざいます。主な経費といたしましては、職員の人件費と委託料１,０８１万６,０００円でございます。こちら

では、新元号対応へのシステム改修を行いまして、令和２年８月から被保険者証と高齢受給者証の一体化が始

まりますので、そちらの準備を進めました。 
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  次ページのほうをお願いします。３１２ページをご覧ください。決算に関する説明書は同じページです。 

  目２国民健康保険団体連合会、県国保団体連合会負担金としまして、予算現額６７万２,０００円、決算額

は６４万１,０００円でございます。国保連合会の運営維持に要する経費を一般負担金として支出しました。 

  次に、決算に関する説明書は２０１から２０４ページになります。 

  項２徴収費、目１賦課徴収費、予算現額４００万４,０００円、決算額は３９５万２,０００円でございます。

国民健康保険税の収納率向上のための必要な経費を支出しております。収納率の推移については、ページの下

段のほうに記載してございます。現年度分と滞納分と合わせまして８８.３１％で、昨年度と比較しますと

０.８１ポイント微増しております。納税者の利便性のさらなる向上を図るために、令和２年４月からスマー

トフォン等の電子機器による決済サービスの運用開始に向け、準備のほうを進めました。 

  次のページの３１３ページをご覧ください。関する説明書は２０４ページのほうになります。 

  項３運営協議会費、目１運営協議会費、国保運営協議会費経費ともに、予算現額は４３万３,０００円、決

算額は１４万５,０００円です。国保運営協議会の開催に伴う、こちらのほうは経費でございます。国保の予

算決算、データヘルス計画について、こちらのほうでは協議をしております。 

  続きまして、款２保険給付費、項１療養諸費、予算現額で１７億４,０４０万５,０００円、決算額は１６億

７,９６４万２,０００円でございます。次の目１、目２では、一般と退職被保険者の疾病や負傷に係る診療、

治療、薬剤の支給、そして居宅における看護等の療養の給付に要する費用を負担しております。 

  目１で一般の給付費のほうです。負担金として一般被保険者療養給付費負担金としまして、予算現額１７億

１,２２３万８,０００円、決算額は１６億５,７１１万８,０００円でございます。一般被保険者数を昨年度と

比較しますと１４１人減少しておりますが、療養給付費で考えた場合は２,０８２万円増加しております。こ

れは、１人当たりの療養給付費が増加していることになります。 

  次ページの３１４ページのほうをご覧ください。決算に関する説明書は２０３ページから２０６ページにな

ります。 

  目２退職被保険者等療養給付費で、予算現額４８９万８,０００円、決算額は１２５万４,０００円でござい

ます。退職被保険者数を昨年度と比較しますと、対象の被保険者数としては１１人減少しております。療養給

付費のほうも８１５万４,０００円減少しております。被保険者数、療養給付費とも減少しました要因でござ

いますが、退職医療制度というのがございます。こちらのほうは平成２７年度で終了しておりますが、それま

で被保険者が６５歳になるまでを対象としておりますので、その方の療養給付費でございます。この制度のほ

うとして、令和２年３月末で５年の経過措置期間が終了となり、被保険者数のほうは皆減となっております。

以降の退職被保険者数の科目に対しての減額の要因も同様でございますので、ご承知おきください。 

  決算に関する説明書のほうは、２０５、２０６ページです。 

  次の目３と目４では、一般と退職者のコルセット等治療用装具の支給や、柔道整復師の施術、マッサージの

施術等に係る費用を負担しております。 

  目３一般被保険者療養費、同じく療養負担金で、予算現額１,７２９万６,０００円で、決算額は

１,６１１万円でございます。 

  目４の退職被保険者等療養費、予算現額が７万３,０００円、決算額は７万２,０００円でございます。 



－13－ 

  目５の審査支払手数料等におきましては、予算現額は５９０万円、決算額は５０８万８,０００円で、こち

らのほうは、国保連合会にレセプトの審査支払手数料のほうを支出しております。 

  次ページになります。３１５ページのほうをお願いします。決算に関する説明書のほうは２０５ページから

２０８ページになります。 

  項２の高額療養費でございます。予算現額は２億６,７８０万９,０００円で、決算額は２億５,３７７万

４,０００円になりました。次の目１と目２は、一般と退職被保険者等の保険診療負担額が高額になったとき

に一部を支給することで、経済的負担の軽減を図るものでございます。 

  目１は、一般被保険者の高額療養費でございます。予算現額２億６,６４７万８,０００円、決算額は２億

５,３６６万８,０００円でございました。 

  目２の退職被保険者等高額療養費では、予算現額７３万１,０００円、決算額は１０万６,０００円でござい

ます。 

  次の目３と目４でございますが、こちらのほうは、一般と退職被保険者と、それからその世帯の中で国民健

康保険と介護保険の自己負担額が高額になったときに一部支給することで、経済的負担の軽減を図るものです。

こちらのほうは、それぞれ実績はございませんでした。目３は一般のほうで、予算現額は５０万円ですが、決

算額はゼロ円、目４は退職被保険者のほうで、予算額は１０万円で、決算額はゼロ円です。 

  次ページの３１６ページのほうをご覧ください。決算に関する説明書のほうは２０８ページになります。 

  項３移送費、予算現額１０万円、決算額はゼロ円です。次の目１と目２の一般と退職被保険者数の移送費の

対象実績はございませんでした。移送費の予算現額は、一般と退職の移送費の予算現額とも５万円で、決算は

いずれにしてもゼロ円でした。 

  次に、項４出産育児諸費、目１出産育児一時金で予算現額１,２６０万７,０００円、決算額は７５４万

８,０００円でございます。国保加入者の出産件数が２１件から１８件に減少となっております。 

  次ページの３１７ページ上段になります。決算に関する説明書は、２０９、２１０ページになります。 

  項５葬祭諸費、目１葬祭費で予算現額２５０万円、決算額は１７５万円になりました。対象件数は３５件に

なっています。前年度と比較しますと５件減少しております。 

  成果説明書のほうですが、次は３１７ページ、３１８ページまでをご覧いただきたいと思います。決算に関

する説明書は２０９から２１２までいきます。 

  次は、国保財政一元化に伴う、県に支払う各種の納付金でございます。 

  款３国民健康保険事業費納付金で、項１医療給付分、予算現額６億４３４万５,０００円、決算額は６億

４３４万３,０００円、この納付金は、県に提示された金額を予算としておくことになり、そのまま決算につ

ないでおきますので、これからの数字も予算と決算額は同額になっております。目１、目２は、一般と退職被

保険者の医療給付費のほうでございます。 

  目１一般被保険者医療給付分で、予算現額、決算額ともに６億１８７万２,０００円でございます。 

  退職被保険者医療の給付分としては、予算現額２４７万３,０００円、決算額も同様です。当年度の納付金

に加えまして、こちらのほう、退職のほうですけれども、平成３０年度の精算分として２１５万５,０００円

の金額も含んでおります。 
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  次ページの３１８ページをご覧ください。決算に関する説明書は２０９と２１０ページになります。 

  項２後期高齢者支援金分として、予算現額１億７,９９６万９,０００円と、決算額は１億７,９９６万

８,０００円になっております。次の目１、目２は、一般と退職の被保険者の後期高齢者支援金分を支出して

おります。 

  一般のほうですが、予算現額、決算額ともに１億７,９８５万９,０００円です。 

  目２の退職被保険者分に関しましては、予算現額は１１万円で、決算額は１０万９,０００円になりました。 

  項３で介護納付金分、目１、同じく介護納付金分で、予算額、決算額ともに８,５６１万２,０００円になり

ました。 

  次ページの３１９ページ上段をご覧ください。決算に関する説明書は、２１１、２１２になります。 

  款４共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、目とも一緒で、予算現額４,０００円、決算額は１,０００円で

す。退職者医療制度に係る事務に要する費用として拠出金を負担しました。 

  続きまして、款５保健事業費、項１保健事業費、目１保健衛生普及費で、予算現額１,５７４万５,０００円、

決算額は１,２７５万３,０００円でございます。こちらのほうでは、人間ドック受診者３０４人、脳ドック受

診者は１３６人を近隣の総合病院で実施しまして、疾病の早期発見に努めております。 

  次ページの３２０ページのほうをご覧ください。決算に関する説明書は、２１３ページ、２１４ページにな

ります。 

  項２特定健康診査等事業費、目１とも一緒で、予算現額が２,９７３万９,０００円、決算額は２,４１５万

９,０００円でございます。ここでは、メタボリックシンドロームや糖尿病等の生活習慣病を早期発見するた

めに特定健康診査を実施しまして、４,７００人を対象としまして２,３４０人が受診していただいております。

さらに、保健指導の対象者には特定健康指導を実施しまして、生活習慣の改善と将来的な医療費の抑制に努め

ることができました。継続事業としまして、健診の負担金を無料化にしまして、未受診者には過去３年間の受

診状況に応じたはがきのほうを送付しまして行っております。特に近年では糖尿病性腎症重症化予防が重要に

なっていますので、保健指導実施に向けまして、糖尿病性腎症重症化にならないように予防保健指導マニュア

ルのほうを作成しております。特定健康診査と特定保健指導の受診率の向上、特に４０歳・５０歳代の受診率

の向上に努めていくことは重要と考えております。 

  款６基金積立金、項１基金積立金、目１、同じく基金積立金で、予算現額は２,０００万４,０００円で、決

算額は２,０００万円です。保険支払準備基金積立金として２,０００万円を積み立てております。平成３０年

度の翌年度の繰越金の一部を、今後の支払いに備えて基金に積立てをいたしました。令和元年度末の現在額は

２,０２５万３,２６９円でございます。 

  次のページです。次の基金については、定期預金の運用益を基金のほうに積立てしております。高額医療費

資金貸付基金積立金は、令和元年度末の現在高は５１万５,５９９円で、出産費の資金貸付基金の積立金は元

年度末で３０１万３,８６５円でございます。 

  続きまして、３２１ページ、３２２ページのほうをご覧ください。関する説明書のほうは２１３ページから

２１６ページになります。 

  款７諸支出金、項１償還金及び還付加算金で、予算現額１,１５２万１,０００円、決算額は９９３万円でご
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ざいます。 

  次の目１と目２では、一般と被保険者に係る平成３０年度以前の保険税に減額更正が生じ、返還したもので

ございます。目１の一般被保険者の還付金に関しましては、予算現額が２８０万円、決算額が１５５万

６,０００円、目２の退職被保険者等保険税還付金は、予算現額２０万円に対しまして、該当者がございませ

んでしたので、決算額はゼロ円となっております。 

  次ページのほうをお願いします。次の目３、目４につきましては、一般と退職被保険者に係る平成３０年度

以前の、こちらも保険税の還付に伴うもののうち、地方税法第１７条の４第１項の規定によるものでございま

す。目３で一般のほうの保険税の還付加算金で、予算現額が１５万円、決算額は２万３,０００円になってお

ります。目４で退職被保険者保険税還付加算金は、予算現額２万円でしたが、該当者はございませんでしたの

で、決算額はゼロ円となっております。 

  目５の過年度国庫支出金等返還金におきましては、予算現額８３５万１,０００円に対しまして、決算額も

一緒で８３５万１,０００円でした。こちらのほうでは、平成３０年度の保険給付費等交付金の精算分で、交

付済みの超過分を変更しました。 

  以上のほうで説明は終わりますが、不用額がございますので、そちらのほうの説明をさせていただきます。 

  決算に関する説明書のほうの２０１、２０２のほうにお戻りください。款１総務費、項１総務管理費、目

１一般管理費の備考欄１の総務給与等管理経費で、１３の委託料で不用額が１３６万７,７２２円になってお

ります。こちらのほうは、共同処理等の業務委託料の残金でございます。 

  次に、２０３ページ、２０４ページのほうをご覧ください。款２保険給付費、項１療養諸費、目１一般被保

険者療養給付費で、備考欄１で一般被保険者療養給付費負担金の１９節負担金、補助及び交付金の不用額が

５,５１２万２０４円でございます。これは、一般被保険者の減少に伴う医療費負担金の残金でございます。 

  続きまして、関する説明書の２０５、２０６のほうをご覧ください。目２の退職被保険者の療養給付費で、

備考欄１、退職被保険者療養給付費負担金で、こちらのほうも１９節負担金、補助及び交付金の不用額で

３６４万４,４２４円になっております。こちらは、退職被保険者数の減少に伴います医療費負担金の残金で

ございます。 

  決算に関する説明、同じく２０５、２０６の目３の一般被保険者療養費で、備考欄１の一般被保険者療養費

負担金で１９節負担金、補助及び交付金の不用額１１８万６,４９５円でございます。こちらのほうは、一般

被保険者の、こちらも減少に伴う療養費の負担金の残金でございます。 

  同じく項２の高額療養費、目１一般被保険者等高額療養費で、備考欄１の一般被保険者等高額療養費負担金

で、１９節の負担金、補助及び交付金で不用額が１,２８０万９,９３９円になっております。こちらのほうも、

対象者の減少によります高額療養費の負担金の残でございます。 

  次は、２０７、２０８ページをご覧ください。 

  項４の出産育児諸費、目１出産育児一時金で、備考欄１、出産育児一時金、１９節の負担金、補助及び交付

金の不用額５０５万６,０００円でございます。こちらのほうは、出産見込みを３０人と見込んでおりました

が、出産児が１８人であったため、一時金の残金でございます。 

  次に、２１１ページ、２１２ページのほうをご覧ください。 
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  款５保健事業費、項１保健事業費、目１保健衛生普及費で、備考欄１で保健衛生普及費の１３節委託料の不

用額です。２６８万２,２２８円です。主なものといたしましては、人間ドックと脳ドックの受診のキャンセ

ルの残額でございます。 

  次に、決算に関する説明は、２１３、２１４のほうになります。 

  項２の特定健康診査等事業費、目１、同じく特定健康診査等事業費で、１９節の負担金、補助及び交付金の

不用額で５０９万５,４５８円です。こちらのほうは、健康診査等に係る医療費等負担金の残金でございます。 

  続きまして、２１５ページ、２１６ページをご覧ください。 

  款７諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目１で一般被保険者保険税還付金、備考欄１とも一緒です。

２３節の償還金利子及び割引料で、不用額が１２４万３,６００円となっております。これは、国民健康保険

税の過誤納償還金の残金になります。 

  以上で説明は終わります。よろしくご審議お願いいたします。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  ご質疑を受けたいと思いますけれども、ご質疑はございませんか。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 ３１５ページの一般被保険者高額療養費の負担金の増加と、３２３ページの資料の中で、被保

険者数の減少傾向の書を見ていただきたいんですけれども、高額療養費の負担金は増額の傾向にあると、一方

で被保険者の全体としては減ってきている、高齢者数としては減ってきていると。最初の総括のところでも書

いていただいていますけれども、これの要因というのは、医療の高額化というところなのか、被保険者に占め

る割合の高齢化が進んで、１人の辺りのこうやって保険給付金が年々増加傾向にあるのか、その辺はどのよう

に分析されているのかなと、もう少し詳しく教えていただけますでしょうか。 

○浜口一利委員長 市民課長。 

○山下市民課長 高額療養費の給付のほうは増えていますが、でも、被保険者、人数のほうは減っている状況で

すが、高額療養費というのは、やはり高度医療のほうにかかっている方が増えている傾向があります。成人病

である糖尿病にかかった場合、透析治療等も必要になってきます。透析治療等をしている方が増えてくると、

そこに高額な医療費もかかってきますので、そういった方があるという、そういうことも要因になっておりま

す。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 こういったところからも、ますます財政的に厳しくなっていくんだなというのが、読み取って

くるのかなというふうに思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 ３点お聞きします。 

  ３２４ページの歳入決算の状況についてお聞きします。国保世帯の平均所得額、１世帯当たりの課税額、

１人当たりの課税額、モデル世帯の課税額、それぞれどれだけになっておりますでしょうか。 
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○浜口一利委員長 税務課長。 

○勢力税務課長 まず、順番が違ったらごめんなさい。１人当たりの課税額ですが、１５万５,３７７円、１人

当たりの課税額で８万９,４４７円。 

  １人当たりの所得もありましたか。戸上委員、所得は。 

○戸上 健委員 国保世帯の平均所得。 

○勢力税務課長 所得が、１人当たりの所得で７９万３,７３３円、１世帯当たりの所得が１３７万８,７８２円

です。 

  モデル世帯は、私どもで想定した部分で、夫婦、子供２人、４人の世帯、１世帯で世帯所得が２００万円を

想定させていただいて計算している例がありますので、ご紹介させていただきます。あと介護、４０歳以上の

方がみえると介護保険料がありますので、真ん中を取るという意味で、旦那さんが４０歳以上、奥さんが

４０歳以下という形の数字でご紹介させていただきたいと思います。あと鳥羽市の場合は資産割もありますが、

資産割を除いた数字でご紹介させていただきますと、１世帯で３３万７,４００円になります。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 分かりました。 

  ２点目、お聞きします。先ほどの課長の説明で、法定外繰入れ２,０００万円、皆減になったために、ため

というか、なったのが一つの要因ということで、これ、実質収支は黒字になっておるんですけれども、単年度

だけの収支を見ると５,８０４万９,０００円の赤字になったということでした。これまで一般会計から法定外

の繰入れ２,０００万円、皆減になったけれども、それ以前は１,０００万円から億単位で繰入れして、このモ

デル世帯で２００万円の所得しかないのに国保税が３３万７,４００円もかかると、もう国保税が高過ぎると

いう市民の声に一定鳥羽市としては応えてきたというふうに思います。できればこの２,０００万円というの

は皆減せずに投入して、なるべく赤字の幅を減らしていくということが市民の負担の軽減に、負担増に僕は結

びつかないんではないかというふうに思いますけれども、この３１年度決算で担当課としてそれをどういうふ

うに分析なさっておりますでしょうか。 

○浜口一利委員長 市民課長。 

○山下市民課長 法定外繰入れのお話です。予算の計上の折には、法定外繰入れとして２,０００万円を頂く予

定で予算計上しておりました。年度末の調整が図られたことによって今回は見送って、法定外繰入れ

２,０００万円をゼロにするという、そういう調整を財政のほうとさせてもらったものでございます。 

  そもそもこの２,０００万円をどう使おうとしていたかといいますと、去年もそうですけれども、保健事業

の財源に充てるつもりでございました。それを今回見送ったことで、この保健事業を実施して、それを使う財

源を持っていこうとしたんですが、結局それはできなかったので、財源を何によってするかというと、繰越金

で充当しなくてはならないことになりました。繰越金で充当するということは、戸上委員おっしゃられたよう

に、繰越金がマイナス２,０００万円になりますので、令和２年度の繰越し分がその分減りますので、２年度

分に使える繰越金が減ってしまったので、財源としては、その分、令和２年度に影響があるということを考え

ながら財政とも調整しました。という結果でございます。 

  以上です。 
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○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 担当課の口ぶりがよく分かりました。 

  ３点目、お聞きします。この名目上の黒字は、歳入歳出差引額で４,５７１万４,０００円出ました。しかし、

実質的には、５,８０５万円の先ほどの赤字だということになりました。それで、議会のほうから、この国保

世帯の課税の仕組みで、子供にも均等割の税額があります。ですから、少子化対策で子供をたくさんというふ

うに言うておりながら、子供の数が増えれば増える世帯ほど重税になるという矛盾を来しております。そのた

めに、国がこれをもうちょっとちゃんと面倒を見ろというのを知事会からも、市長会からも要望が上がってお

ります。僕もそのとおりだというふうに思うんです。 

  それで、今年度の決算から、市民課長、鳥羽市の今の国保会計の状況からすると、子供が増えれば重税にな

るという矛盾を解決すると、仮に子供の均等割を半減するとか、せめて第３子からはなくするとか、そういう

ことが可能なのかどうか、全く見通しが立ちませんと、国がちゃんとせんと見通しが立ちませんとおっしゃる

のかどうか、そのあたりの分析はいかがでしょうか。 

○浜口一利委員長 市民課長。 

○山下市民課長 委員言われる、２０歳未満の被保険者によって交付されるのは、特別調整交付金というものと

して、財源としてもらっていただいているんですが、県に支払うその国民健康保険の納付金のほうで、減額で

差引きした状態で交付を受けているようなものになっております。３０年度から財政運営が県一元化になって

おりまして、委員言われたようなその均等割の軽減の検討についてですが、そういうことをしているような近

隣市町、三重県内でも市町は今のところはございません。やはり運営のほうが県一元化になったことで、一つ

の市町がそういう何か事業をするとなると、ほかの市町に対しても影響が出てくるというのが今の運営状況で

ございます。ですので、委員言われたように、もしするとしたら、国の指示をもってすることがあればできる

と思いますが、単独で鳥羽市でやるということは、今のところは検討してございません。 

  以上でございます。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 分かりました。以上です。 

○浜口一利委員長 国の制度改正だそうです。 

  他にございませんか。 

  世古委員。 

○世古安秀委員 ３２０ページの特定健康診査等事業費ですけれども、４０歳以上の被保険者は４,７００人を

対象にして審査していますけれども、健診をしているんですけれども、２,３４０人で５０％というふうなと

ころなんですけれども、ここにも書いてあるように、４０代、５０歳代の人の受診率向上が課題であるという

ふうに書いてありますけれども、この人たちに対しての今後の方策というふうなのはどういうふうな、さっき、

はがきも出したいというふうなところもおっしゃってみえたんですけれども、さらに向上のための広報策とい

うのは、どういうふうな方法を考えていますか、聞かせて願います。 

○浜口一利委員長 市民課長。 

○山下市民課長 継続的な取組として、過去３年間の受診状況に応じてはがきのほうを送付してまいりました。
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それにプラス、４０代、５０代の方を中心に電話とか訪問も続けてまいりましたが、今年はちょっと訪問はで

きないなと感じております。今年度というか、来年度に向けて、来年度新たに受診対象になる方に向けて、今

年度末に、２月ぐらいに、特定健診のお知らせや健康意識の向上につながるような案内文書を事前通知として

する予定でございます。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 世古委員。 

○世古安秀委員 病気は、やっぱり何といっても早期発見、早期治療というふうなところが一番大事ですので、

私もずっと受けてきましたけれども、できるだけそういう指導もして、意識を高めるという、健康寿命を高め

るという意味で非常に大事なことですので、さらなる努力をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

  それでは、ご質疑もないようですので、続いて、令和元年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計について、担当

課長の説明を求めます。 

  市民課長。 

○山下市民課長 後期高齢者医療特別会計のほうをお願いします。 

  後期高齢者医療制度の運営につきましては、三重県後期高齢者医療広域連合が担いまして、各市町は、資格

の取得、喪失などの窓口業務及び保険料の徴収業務を行っております。本市におきましては、特に保険料の徴

収業務では、納付の困難な方に対して、地域包括支援センターや社会福祉協議会と連携しまして、必要な支援

が被保険者のもとに届くよう、そういうことも努めております。また、被保険者の疾病の早期発見、健康増

進・維持のために、引き続き人間ドックと健康づくりセミナー事業を実施していきたいと思っております。 

  それでは、３５３ページの下段の表のほうをご覧ください。 

  令和元年度の収支状況としましては、歳入としては５億１,０４９万９,０００円に対しまして、歳出は５億

６１４万円となり、差引き４３５万９,０００円の黒字となっております。歳入のうちでは、療養給付費等の

増加によりまして一般会計繰入金が増額になりましたが、国庫支出金は皆減で、諸収入としては後期高齢者医

療広域連合負担金返還金の減少によりまして減額となっております。歳入全体で４８０万１,８８０円の減額

になりました。歳出におきましては、一般管理費のほうは増加しておりますが、広域連合納付金が減少したこ

とによって、歳出全体では３８９万９,６９８円の減額となっております。 

  次に、歳出の詳細については、説明させていただきます。 

  成果説明書の３５４ページのほうをご覧ください。決算に関する説明書は、２５９、２６０になります。 

  款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費で、予算現額１,９５６万５,０００円、決算額は

１,８５６万４,０００円でございます。ここでは、後期高齢者医療制度において、資格の取得や喪失、保険料

の賦課徴収などの事業に伴う事務的経費を支出しております。新元号への切り替えに伴うシステムの改修等の

ほうもこちらで行いました。 
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  次に、款１総務費、項２徴収費のほうです。予算現額７２万１,０００円で、予算額は５４万５,０００円で

ございます。被保険者の方に負担いただく保険料につきましては、期限内の納付を促し、適切な納付相談に努

めました。納付状況等については表にて記載しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

  こちらのほうで、すみません、数字の訂正がございます。表内のほうで、令和元年度の全体の収納率の現年

度分が９９.５１％になっておりますが、すみません、９８.４６％に訂正をお願いします。ごめんなさい、普

通徴収分のほうです。普通徴収分の９８.４３を４６に、ごめんなさい、４３を４６に直してください。すみ

ません、よろしくお願いします。 

  収納状況につきましては、現年度分が９９.５１％となり、昨年度と比較しますと０.１４ポイント減少して

おります。滞納繰越分の収納率は３４.８０で、２.９４ポイント微増しております。 

  続きまして、款２後期高齢者医療広域連合納付金で、項１、目１ともに一緒です。予算現額は４億

８,８８７万５,０００円、決算額は４億８,７０１万６,０００円でございます。ここでは、後期高齢者医療広

域連合が行います後期高齢者医療に要する費用に充てるための納付金を支出しております。納付金の内訳につ

いて昨年度と比較しますと、健康診査事業負担金と保険料負担金、特徴分のほうは増加しております。しかし、

ほかについては減額になっております。特に療養給付費負担金が７３３万７,０００円減額になっております。

この納付金のうち２億９,６６８万６,０００円は、一般会計からの繰入金が財源となっております。 

  続きまして、関する説明書のほうは、２６１、２６２ページになります。 

  款３諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目１で保険料還付金で、予算現額は１００万円、決算額は１万

５,０００円でございました。過年度におきまして、被保険者の死亡や所得の変更等の理由によりまして保険

料が減額になった方に対しまして、過誤納金を還付しました。対象者の方は９人でございました。 

  続きまして、同じく諸支出金で、目２保険料還付加算金で、予算現額は１０万円で、こちらのほうは対象者

はございませんので、決算額はゼロになっております。 

  以上、説明は終わります。 

  不用額のほうの説明、１件ございますのでさせていただきます。 

  ２６１、２６２ページのほう、関する説明書のほうをお願いします。 

  款２の後期高齢者医療広域連合への納付金、項、目一緒です。備考欄１で、１９節の負担金、補助及び交付

金の不用額で１８５万９,２２５円になります。こちらのほうは、広域連合への納付金の負担金の残となって

おります。 

  以上で説明は終わります。よろしくご審議のほどお願いします。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 ２点お伺いします。 

  まず保険料についてお伺いします。保険料の調定額１億７,６６７万円で、被保険者は、年度末で

３,７１９人ということになっております。割り返せば出るんですけれども、ちょっと僕の計算が間違ってい

るみたいで、この１人当たりの保険料、後期高齢者は７５歳以上ですけれども、一体幾ら払っているのか。 
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  それと、年金は特別徴収です。特別徴収というのは、年金から天引きされている皆さんです。この人数と、

これはまた出ておりません。その人数、それから、その特別徴収は１億２,０８０万円になっておりますので、

１人当たりの年金生活者の保険料がどれだけになるか教えてください。 

○浜口一利委員長 寺田係長。 

○寺田係長 市民課の寺田です。よろしくお願いします。 

  令和元年度の１人当たりの保険料は、４万７,５８２円でございます。年金特徴の被保険者の方に関しまし

ては、平均で出しますと、３,０３８人、１人当たりは３万９,７６６円です。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 はい、分かりました。 

  ２点目、お聞きします。年金の平均は、決算の概要の中で税務課から報告がありました１人平均です。

７５万円です。それに対して月額６万２,５００円ということになります。１人平均、ざっと、先ほどの説明

では４万円の後期高齢保険料ということになります。後期高齢者にとっては、乏しい年金の中からこれだけ保

険料を払わなならんと。保険料はこれだけではありません。介護保険料も死ぬまで払わなならんし、消費税も

１０％払わなならんということになります。 

  そこでこの２点目をお伺いしますけれども、リード部分で、生活困窮などで保険料納付が困難な被保険者に

対して、包括や社協と連携して必要な支援体制を取ったと、皆さんがこういう努力をしたということがありま

した。具体例として、どんなことをなさったか説明をお願いします。 

○浜口一利委員長 市民課長。 

○山下市民課長 去年の担当者と話をしておりまして、こんなエピソードがあったというご紹介をさせていただ

きたいと思います。転入者がございまして、後期高齢者医療対象の方でした。ひとり暮らしを鳥羽市内でされ

るということで、手続をさせていただいたんですが、その後、保険料を普通徴収として納付を続けていました。

しかし、滞納がずっと続いておりまして、担当者のほうは、ひとり暮らしで転入であったこと、心配が出てき

て、絶えず連絡を取っておりましたが、なかなか連絡を取ることができず、やっと連絡が取れて、窓口にお越

しになったときに、かなり生活するに当たって困り感を持っている状況でした。それは、郵便物そのものも開

封して、開けて、そこを解釈するという、そういう判断もできないような、そういう状態になっておりました。

そういう状況から職員のほうは、このままの状態では保険料も納めてもらえないし、生活にお困りになるだろ

うということで、包括支援センターのほうにつないで、その後は定期的に福祉のほうの職員がその方のほうに

訪問して、郵便物を見ながら生活を続けることができて、保険料のほうもきちんと納めてもらうことができる

ようになったと、そういうエピソードをちょっと聞きました。 

  以上でございます。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 ほー、これは鳥羽が目指す地域共生社会のモデルのような話で、ほとほと感心しました。僕も

初めて聞きました。 

  以上です。 
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○浜口一利委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、説明員交代のため１０分間休憩いたします。 

（午前１０時４７分 休憩） 

─────────────── 

（午前１０時５６分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  令和元年度鳥羽市定期航路事業特別会計について、担当課長の説明を求めます。 

  定期船課長。 

○世古定期船課長 定期船課、世古です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、定期航路事業特別会計歳入歳出決算の説明をさせていただきます。事業全体の概要と歳出は決算

成果説明書で、歳入は決算に関する説明書にて説明をさせていただきます。また、歳出における不用額は、歳

出の説明終了後に、１００万円以上の残がある科目につきまして説明をさせていただきます。決算成果説明書

は３４１ページから３４９ページ、決算に関する説明書は２３５ページから２４６ページです。 

  それでは、決算成果説明書３４１ページをご覧ください。 

  令和元年度定期航路事業では、消費税率の引上げに伴う運賃改定を令和元年１０月１日に実施いたしました。

年間運行回数は１万６,０８０回で、旅客６２万８,６９６.５人、荷物２１万５,３７３個を輸送しました。前

年度と対比しますと、旅客は８.３％減の５万６,７０８.５人の減少、荷物は４.１％減の９,１４４個の減少

となりました。旅客、荷物ともに減少した主な理由は、離島人口の減少、少子化のほか、低気圧や台風等の影

響により欠航日数が倍増したことに加え、新型コロナウイルス感染防止対策に伴う臨時休校措置及び外出自粛

などの影響によるものです。新たに実施した事業といたしましては、外国人観光客に対応するため、各離島の

待合所における時刻表の行き先を４カ国語表記に改修いたしました。 

  特別会計全体の決算収支状況といたしましては、歳入決算額６億３,７８６万７,０００円、歳出決算額６億

３,７８６万６,０００円で、形式収支は１,０００円未満となりますが、歳入歳出差引額６３４円となってお

ります。前年度の実質収支を差し引いた単年度収支では４８円となりました。主な事業収入支出の増減は

３４１ページの中段からの表に、旅客、荷物の区分別輸送実績は３４２ページの表に記載しております。内容

につきましては、この後の歳入歳出の中で説明をさせていただきます。 

  それでは、歳入の説明をさせていただきます。 

  決算に関する説明書の２３５、２３６ページをお願いいたします。 

  １款航路収益は、予算現額３億５７６万９,０００円に対し、調定額３億１,１５０万５,０００円、収入済

額は３億１,１４９万２,０００円でした。 

  １項営業収益、目１運行収益につきましては、収入別に申し上げます。 

  節１旅客収入は、予算現額２億６,８０６万７,０００円に対し、調定額、収入済額は同額の２億

７,４１２万３,０００円でした。内容といたしましては、１０月１日に実施しました運賃改定を含む、各種乗

船券の販売に伴う収入です。運賃改定前の駆け込み需要があった回数乗船券と一部の乗船券では、前年度を上
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回る収入がありましたが、冒頭のところでも説明をさせていただいた理由により、全航路で輸送人数、旅客、

収入金額ともに減少をしました。特に、帰省する方や観光客の増加が見込まれる連休、お盆が台風の影響によ

り荒天であったほか、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休校措置により、通学する生徒が減少した

ことや、外出自粛の影響によるものです。 

  節２荷物収入は、予算現額３,５８０万円に対し、調定額、収入済額は同額の３,４７４万２,０００円でし

た。荷物につきましては、近年、インターネット等の普及に伴い、離島住民の方の生活用品等を購入する方法

が変化してきましたことから、若干ではありますが増加傾向にありました。しかし、令和元年度につきまして

は、欠航日数が倍増したことにより、全航路におきまして前年度を下回りました。桃取航路につきましては、

カキの出荷が減少したことから、他の航路に比べ減少率が高くなっております。 

  目２諸収入は、予算現額５９０万２,０００円に対し、調定額は２６３万９,０００円、収入済額は２６２万

５,０００円でした。内容は前年度とほぼ同様ですが、船舶保険金７６万８,０００円の皆増があったため、前

年度比４７万６,０００円の増額となっております。収入未済額につきましては、平成２５年度の広告料の未

収入分になります。 

  次に、２款国庫支出金、１項国庫補助金、目１定期航路事業費国庫補助金は、予算現額１億５,９３６万

８,０００円に対し、調定額、収入済額は同額の１億５,９３６万８,０００円でした。内容といたしましては、

燃料費及び船舶修繕料が増額となったことに伴い、定期航路事業の欠損額が増加しましたことから、地域公共

交通確保維持改善事業費補助金が前年度に比べ５７８万６,０００円の増額となりました。 

  次に、３款県支出金、１項県補助金、目１定期航路事業費県補助金です。予算現額１,８０１万４,０００円

に対し、調定額、収入済額は同額の１,８０１万４,０００円でした。内容といたしましては、国の補助金と同

様の理由により、定期航路事業の欠損額が増加しましたことから、離島航路整備事業費補助金が前年度に比べ

３２万１,０００円の増額となりました。 

  次に、４款財産収入です。決算に関する説明書は２３５ページから２３８ページをご覧ください。１項財産

運用収入、目１利子及び配当金は、予算現額１,０００円に対し、調定額、収入済額は同額の９３円でした。 

  次に、５款繰入金、１項一般会計繰入金は、予算現額１億５,９８４万８,０００に対し、調定額、収入済額

は同額の１億４,８９９万１,０００円でした。前年度と比較しますと３,８５２万３,０００円の増額となりま

した。これは、運行収益及び諸収入を合わせた航路収益が６２８万１,０００円減少し、歳出では３,８３４万

８,０００円の増額となったため、歳入不足額が増加したことによるものです。 

  歳入の最後、６款繰越金、１項繰越金は、前年度繰越金として５８６円を収入しました。 

  以上、令和元年度の歳入合計は、予算現額６億４,３００万円に対し、調定額は６億３,７８８万円、収入済

額は６億３,７８６万７,０００円でした。収入済額の予算額、調定額に対するそれぞれの執行率は、

９９.２％と１００％となりました。 

  続きまして、歳出の説明をさせていただきます。 

  決算成果説明書の３４３ページをご覧ください。 

  １款定期航路事業費、１項営業費用、目１船員費です。事業区分１、船員一般経費につきましては、予算現

額２億５,９４１万６,０００円に対し、決算額は２億５,７３６万８,０００円でした。翌年度繰越額はありま
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せん。船員一般経費は、正規職員２８名と嘱託職員６名を合わせた３４名の人件費等が主なものとなります。

前年度決算額と比較しますと２,９６７万９,０００円の増額となりました。その主なものは、定年退職に伴う

退職手当の支給があったほか、嘱託職員の船員の欠員等により時間外勤務手当が増額したことなどによるもの

です。 

  次に、目２船舶費です。決算成果説明書は３４３ページから３４５ページになります。また、燃料費及び船

舶整備に関する内訳を３４４、３４５ページに掲載しております。事業区分１、船舶運航経費につきましては、

予算現額２億９８１万円に対し、決算額は２億８８１万８,０００円でした。翌年度繰越額はありません。船

舶運航経費につきましては、所有する船舶６隻の燃料費を初め、整備、修繕など船舶の運航管理に係る経費で

す。船舶の燃料である免税軽油の年間使用料は１０１万３,８５０リットルと、前年度より１万２,１００リッ

トル増加したものの、１リットル当たりの年間平均単価が３.５８円下がったため、燃料費の支出額は

９,９００万９,０００円となりました。修繕料につきましては、法定検査に係る費用は前年度と同額程度であ

りましたが、一般修繕におきまして、空調機の更新や発電機の修理等、１件当たり５０万円以上の高額な修繕

が６件あったほか、修繕件数も増加したため、支出額は９,５４２万６,０００円となりました。また、備品購

入費では、安全航行を行うため、第２８鳥羽丸の航海用レーダーのほか、自動膨張式救命胴衣を購入いたしま

した。前年度と比較しますと２２４万６,０００円の増額となりました。その主なものは、消耗品費５６万

２,０００円、燃料費１９７万５,０００円等が減額しましたが、修繕費で５０８万３,０００円、備品購入費

で３１万７,０００円増額になったことによるものです。 

  続きまして、決算成果説明書３４５、３４６ページをご覧ください。 

  目３旅客荷物費です。事業区分１、旅客荷物経費につきましては、予算現額５,４７６万９,０００円に対し、

決算額は５,３７０万８,０００円でした。翌年度繰越額はありません。旅客荷物経費につきましては、マリン

ターミナルで荷物及び桟橋業務に従事する臨時職員や、移動における桟橋業務の委託料のほか、船客障害賠償

保険料など旅客及び荷物に係る経費です。前年度と比較しますと、備品購入費が皆増となったほかは、大きな

変動はありません。 

  次に、目４航路付属経費です。事業区分、航路付属経費につきましては、予算現額６２５万１,０００円に

対し、決算額は５９５万４,０００円でした。翌年度繰越額はありません。航路付属経費につきましては、主

に各桟橋や待合所等の施設の維持管理に係る経費です。令和元年度は、消費税率引上げに伴う運賃改定を実施

したため、各自動券売機を初め、料金表、時刻表、案内板の改修を行いました。このほか、外国人旅行客に対

応するため、各離島待合所の時刻表の行き先を４カ国語表記に改修しました。前年度決算額と比較しますと、

１４９万１,０００円の減額となりました。その主なものは、運賃改定に伴う時刻表等の改修により委託料が

６６万円増額となりましたけれども、各待合所等の修繕箇所が減少したことにより、修繕料で９６万

２,０００円、自動券売機３台分の償却期間が満了したため、使用料で１２０万６,０００円減額となったため

です。 

  続きまして、３４７ページをご覧ください。 

  目５一般管理費です。事業区分１、定期航路運営一般管理経費につきましては、予算現額７,３８７万

３,０００円に対し、決算額は７,３１８万２,０００円でした。翌年度繰越額はありません。定期航路運営一
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般管理経費につきましては、定期航路事業運営に係る職員６名分の人件費や、中之郷事務所を含む事務所管理

経費や消費税が主なものとなっております。前年度決算額と比較しますと、７２２万８,０００円の増額とな

りました。その主なものは、定年退職に伴う退職手当の支給があったためです。 

  次に、３４８ページをご覧ください。 

  ２款公債費、１項公債費、目１元金です。事業区分１、交通事業債償還金元金につきましては、予算現額

３,８５９万５,０００円に対し、決算額は３,８５９万４,０００円でした。翌年度繰越額はありません。償還

金の一覧表は３４９ページに掲載させていただいていますので、併せてご覧ください。令和元年度は、しおさ

いの交通事業債及び辺地対策事業債の平成２６年度及び２７年度借り入れ分について元金の償還を行いました。 

  次に、目２利子です。事業区分１、交通事業債償還利子につきましては、予算現額２４万３,０００円に対

し、決算額２４万２,０００円でした。翌年度繰越額はありません。令和元年度は、しおさいの平成２６年度

及び２６年度借り入れ分につきまして利子の償還を行いました。事業区分２、一時借入金利子につきましては、

一時借り入れをしなかったため、執行はありませんでした。 

  以上、歳出の合計支出済額は６億３,７８６万６,０００円で、予算現額６億４,３００万円に対する執行率

は９９.２％でした。 

  最後に、不用額の説明をさせていただきます。 

  決算に関する説明書の２３９ページ、２４０ページをご覧ください。 

  節における１００万円を超える不用額につきましては、１款定期航路事業費、１項営業費用、目１船員費、

節３職員手当等で１０５万円の１件です。不用額の主な内訳は、期末勤勉手当の支給実費残３５万円と、時間

外勤務手当の支給実費残５３万６,０００円になります。 

  以上、定期航路事業特別会計決算の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 総括のところで説明がありました。今年度、旅客、荷物ともに減少した要因の中に、離島人口

の減少のほかに、欠航の便数が含まれると。その便数によって減少したとあるんですけれども、この全体でど

れぐらいの便数が欠航されたんでしょうか。 

○浜口一利委員長 定期船課長。 

○世古定期船課長 欠航日数は４７日間でありまして、欠航の便数は８０１便になりました。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 減収の主な原因の中にそういうふうなことが含まれるというふうにありました。それでさらに、

３月の新型コロナの影響で減少したとあるんですけれども、これは前年度と比べてどれぐらい減少したかとい

うのは分かりますでしょうか。 

○浜口一利委員長 定期船課長。 

○世古定期船課長 ３月のみの減額でいきますと、３２３万２００円の減額となりました。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 
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○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  これ、人口減で、昨年度でいきますと荷物が微増になっていたんですけれども、これの分も含めてこの減便

が影響されるというふうにされたというふうに解釈してよろしいんでしょうか。荷物の分もですけれども。 

○浜口一利委員長 定期船課長。 

○世古定期船課長 そういうふうに思っております。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 昨年度、全体でいきますと、お盆は台風で、一番書き入れ時、帰省のところもままならず、そ

のときの荷物も人も移動がなかった分、減少されたと思います。今年度、これでいきますと、コロナの影響を

受けたということもありますけれども、心配されるのは、今年度、コロナの影響があって、船の運航はあるも

のの、人の動きはないということが考えられました。実際、人の流れも少なくて、お盆の帰省もなかったよう

な状況ですけれども、それを踏まえて、今年度の見通しまで踏み込んでしまいますけれども、減収が予想され

ると思われるんですけれども、その辺はどのように分析されていますでしょうか。 

○浜口一利委員長 決算ですので、見通しだけ。 

  当然少なくなる。 

  資料なかったら。ありますか。 

  定期船課長。 

○世古定期船課長 資料を持ってきたんですけれども、確かにもう移動の自粛が、制限されて、市営定期船のほ

うもこの影響を大きく受けています。４月、５月、特に５月のやっぱり連休のその人の出が見込まれる、観光

客の方がたくさん訪れるときにその移動制限がかかっていましたので、そこの減収が非常に大きな減少になっ

ています。それが大体一月分の売上げに匹敵するぐらいの減収になっていますので、今年度もそれがずっと尾

を引いてしまうんじゃないかなというふうに懸念はしています。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 昨年度の３月のこの時期、桃取航路において、カキを食べに来る方が一気に減って、その人の

数が減少したというのが非常に手に取って分かるような状況でしたので、今後もそういうところが心配される

ところでありますけれども、そういうふうに今年、経費もかさむんではないかなというふうに思う中…… 

○浜口一利委員長 決算の質問にとどめておいてください。 

○濱口正久委員 はい、すみません。ありがとうございます。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 船舶運航経費のところ、３４３ページから３４４ページにかけてで、今回、燃料のところなん

ですけれども、これ、ちょっと教えてほしいんですけれども、４月２６日と５月２９日、６月２８日、８月

２９日にやった入札が全部不調で終わっているんですけれども、そこと燃料費単価の推移というのは、ここに

記載されておる分はどうなんですか。入札とのあれはどういうふうに。 

○浜口一利委員長 定期船課長。 

○世古定期船課長 不調に終わった場合は、その最低価格を入札してくれた業者さんに新たに見積りを提出して

いただきます。その金額で契約をさせていただいていますので、例えばそれが４月であれば、ここに記載され
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ている金額で契約させてもらっているということになります。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 すみません、ちょっとその昨年度分しか確認していなかったのであれなんですけれども、今回、

四月にわたって不調があったんですけれども、これも毎年これぐらいはあるものなのか。何か不調がこれだけ

あったとかというところは、その市場の単価と、こっちが、市が望む単価との差があったということなんやと

思うんですけれども、この辺はこんなものなんですか。 

○浜口一利委員長 定期船課長。 

○世古定期船課長 この単価は非常にやっぱり市場で変わりますので、どこら辺で落ち着けばいいか、その入札

するときのうちが想定している金額と、入札、本当に当日するときのこれからの金額は、ちょっと下がったり

上がったりとかするのがありますので、なるべくそういう不調がないようには努めたいんですけれども、どう

しても市場の価格と差が出てしまうときは、こういう不調が出てしまうことが、なるべく少なくはしたいと思

っていますけれども、これはいたし方ないところもあるのかなというふうに感じます。 

○浜口一利委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 不調で終わるということは、業者さんは何回か底で底で入れてきてというところで、無理して

取られとるようやったら、いい意味ではないというか、やっぱり入れる側も経費なり何なりというのはかかっ

てくるところなのかなというふうに思うので、なるべくこの時勢を見ながら、なるべく不調にならないような

単価の設定をしていただきながら入札に努めていただきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

  それでは、ご質疑もないようですので、説明員交代のため暫時休憩いたします。５分間休憩いたします。 

（午前１１時２３分 休憩） 

─────────────── 

（午前１１時２８分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  続いて、令和元年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計について、担当課長の説明を求めます。 

  水道課長。 

○浜口水道課長 水道課、浜口です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計の決算について説明させていただきます。 

  決算書は２３ページ、決算に関する説明書の歳入歳出決算事項別明細書は２４７ページ、決算成果説明書は

３５０ページをご覧ください。 

  令和元年度の歳出は１億４,２６１万２,０００円で、前年度比１,２７６万５,０００円の減額となっており

ます。これは、平成３０年度に過年度の消費税の修正申告による１,１５９万８,０００円の歳出が発生し、こ

れが皆減となったものでございます。また、下水道使用料につきましては、昨年度末より新型コロナウイルス
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感染症の影響により、使用料にも影響が出てまいりました。予算執行を伴わない事業としましては、ストック

マネジメント計画を外注に頼らず職員が作成し、今後は、今年度より国の補助金により維持修繕を行い、市の

歳出を抑えるよう計画しております。 

  それでは、令和元年度の決算について、歳入から主なものを中心にご説明させていただきます。 

  歳入につきましては、決算書の２４７ページからとなります。 

  初めに、１款分担金及び負担金、１項分担金、目１下水道分担金では、受益者分担金は現年度分の徴収によ

るものが１０万５,０００円となりました。 

  ２款使用料及び手数料、１項使用料、目１下水道使用料では、下水道使用料につきましては４,７３１万

６,０００円で、現年度分が４,６３９万円、収納率で９１.９％となり、昨年度より６.９％低下しました。こ

れは、新型コロナウイルス感染症による徴収猶予を行ったものが２３５万１,０００円あり、徴収率で約

４.７％低下する要因となっております。徴収猶予につきましては、徴収猶予の期間の１年後納入をしていた

だくことになっております。また、徴収率が低下しておりますので、引き続き徴収強化を行うとともに、新型

コロナウイルス感染症による売上げ減少等の使用者については、その立場に立って相談を受けるなど取り組ん

でまいりたいと考えております。また、滞納分過年度分は９２万６,０００円、収納率３％となり、昨年度よ

り０.１％改善しました。 

  次に、３款繰入金、１項一般会計繰入金、目１一般会計繰入金につきましては９,５０９万３,０００円で、

昨年度より９６１万２,０００円の減額となりました。これは、先ほど説明しました過年度の消費税の修正申

告が皆減となったことが主な要因でございます。 

  続きまして、歳出についてご説明させていただきます。 

  決算書は２５１ページから、成果説明書は３５０ページからとなります。 

  目１総務費、総務管理費の予算現額は１,２９０万円で、決算書は１,２６８万４,０００円となりました。

昨年度と比べ１,０００万４,０００円の減となっており、この要因は、過年度消費税の修正申告による費用が

皆減となったものでございます。主な経費としましては、職員、嘱託職員各１人分の人件費９９２万

７,０００円で、消費税は１１１万２,０００円を支出しております。 

  次に、目２施設管理費の予算現額は５,４１９万円で、決算額は５,１４３万４,０００円となりました。昨

年度と比べ２７６万１,０００円の減額となっており、この主な要因は、工事請負費が１７７万９,０００円減

になったためでございます。主なものとしましては、委託料により３,８２９万４,０００円を支出し、下水道

施設運転管理及び水質分析業務、汚水・汚泥の処理を行いました。また、下水道施設運転管理包括業務を行い、

施設の運転管理業務効率化を図りました。また、工事請負費では、相差浄化センター及び相差中継ポンプ場の

水位計修繕工事２５３万円を行い、施設の維持管理に努めております。 

  款２公債費、項１公債費、目１元金、１、下水道償還元金の予算現額は６,５１６万９,０００円で、決算額

は６,５１６万８,０００円となりました。 

  成果説明書の３５２ページの目２利子の予算現額は１,３３２万７,０００円で、決算額は１,３３２万

６,０００円となりました。 

  目３一時借入金利子の予算現額は４万３,０００円で、執行はございませんでした。 
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  以上が、特定環境保全公共下水道事業特別会計の説明となります。よろしくご審議賜りますようお願いいた

します。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

  南川委員。 

○南川則之委員 質問ではありませんけれども、課長、３５１ページまでのところで、ストックマネジメント計

画を立てて長寿命化を図るということで、相差の施設自体が２０年以上たってきとるということで、本当に更

新をせないかん時期になってきた中で、こういった長寿命化を図って施設を延伸さすということで、さらに課

長が当初予算でも言ったように、国の補助、２分の１やと思うんですけれども、もらえるようなことにつなが

るこのストックマネジメント計画を立てたということで、これ、自ら委託せんと、多分委託したら何百万円、

何千万円とかかる委託やと思うんですわ。それを職員自ら、課長補佐はおりますけれども、自分らでやったと

いう評価というのはやっぱりみんなでせないかんなと思いますので、ぜひ、副市長おりますけれども、こうい

う自ら手がけとるというところの評価もしたってほしいなと思いますので、これはようやったと私は思います

ので、報告させてもらいます。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 水道課長。 

○浜口水道課長 ありがとうございます。 

  このストックマネジメント事業を外注した場合は、２,８００万円程度の見積りを頂きました。このストッ

クマネジメント事業を作成するに当たり、年数は２年程度かかりましたけれども、それを作成することによっ

て、今後、２０年以上たっておりますので、維持修繕が必ず出てきます。それをストックマネジメント事業で、

国の補助金約２分の１ですが、それをもらうことにより市の歳出が抑えられるのではないかなと考えておりま

す。 

○浜口一利委員長 南川委員。 

○南川則之委員 課長の答弁のあったように、金額も言うてくれはって、２,８００万円ということで、本当に

２年間という長い中で職員がやったということで、多分、市長もこの委員会も聞いてくれとると思うんですけ

れども、やっぱり職員の評価というのもやっていただきたいなと思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 ２点お伺いします。 

  １点目、歳入の滞納繰越分で先ほど、０.１％増になったという報告でした。これは当初予算では、

３,３８２万円の滞納に対して、５％克服して１６９万円を徴収するという当初予算の目標でした。結果は、

９２万５,０００円で、滞納に対する克服率というのは、僕の計算では２.４％にとどまっております。こうい

う滞納の分をこれだけしか克服できなかったというのは、ほかの会計でもありません。長期にもうかんかんに

焦げついとるという状況じゃないかというふうに思うんです。それで担当者も、毎回この決算で指摘されて、
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もうノイローゼになるんじゃないかと僕は心配しております。ですので、もうこんなの、岩盤になっとる滞納

については、先ほども不納欠損の処理で出とったんですけれども、不納欠損としてきれいにできないのかとい

うふうに思いますけれども、この会計上それはできませんというのか、そのあたりをちょっと理解できるよう

に説明してください。 

○浜口一利委員長 清水課長補佐。 

○清水課長補佐 不納欠損という話なんですけれども、その中でも一応かなり古い分からでも納めていただいて

はおりますので、今のところはそうせずに、結果がこの金額という形になっております。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 分かりました。担当者も、プレッシャーも相当なものだというふうに思います。 

  ２点目お聞きしますけれども、そういう会計上、一般会計から繰入れをしなければなりません。決算を見る

と、繰入額は９,５０９万円、ざっと１億円繰り入れております。この繰り入れの中で、もちろん基準内でこ

れだけ繰り入れなさいというレールというのはあります。基準外で、法定外で繰り入れるのはどれだけになり

ますでしょうか。昨年は２,５８９万円か、法定外でしたけれども、今年度は９,５００万円のうちどれだけ法

定外でしょうか。 

○浜口一利委員長 清水課長補佐。 

○清水課長補佐 基準外の繰入れは１,６１６万３,０００円です。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 基準外の繰入れは、平成２５年が一番少なくて６１７万円でした。それからだんだん増えたり

減ったりしておるんですけれども、この法定外でも一般財源から１,０００万円規模で投入しなきゃならんと

いうのは、めどがつかないんでしょうか。 

○浜口一利委員長 清水課長補佐。 

○清水課長補佐 今、どちらかというとピークぐらい、ある程度それぐらいになってくるんですけれども、だん

だん消化も進んでまいりますもので、基準外は余り変わらないかもしれないですけれども、繰入れはだんだん

減ってくる予定をしております。 

○戸上 健委員 了解です。 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

  他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 よろしいですか、南川委員。 

○南川則之委員 はい。 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、これで認定第１号、令和元年度鳥羽市一般会計及び

各特別会計歳入歳出決算の審査を終了いたします。 

  続いて、企業会計の審査に入ります。 

  各委員も準備をしていただければと思います。 
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  それでは、認定第２号、令和元年度鳥羽市水道事業会計決算認定について及び議案第３７号、令和元年度鳥

羽市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、担当課長の説明を求めます。 

  水道課長。 

○浜口水道課長 それでは、認定第２号、令和元年度鳥羽市水道事業会計の決算について説明させていただきま

す。 

  参考資料として、令和元年度水道事業決算概要及び経営分析を提出させていただいております。よろしくお

願いいたします。 

  初めに、令和元年度水道事業会計の事業報告をさせていただきます。 

  決算書の１１ページをお願いいたします。 

  まず初めに、総括事項といたしまして、本年度におきましても、水道事業の目的であります安全で良質な水

を安定的に供給するため、自己水源と南勢水道用水の有効利用や効率的な施設利用を行うことで合理的な事業

の運営に努めたほか、布設から４０年を経過しました答志島神島間海底送水管について、神島の方に水を安定

供給するため、令和２年度の完成を目指し布設工事に着手いたしました。水需要につきましては、家庭用及び

営業用で使用水量、料金収入が依然として減少傾向にある中、老朽化に伴う水道施設の更新と、地震に強い管

路整備が急務となっております。また、年度末頃から急速に拡大した新型コロナウイルス感染症の影響も加わ

り、今後、経営を取り巻く環境はより厳しいものとなることが予想されます。 

  続いて、業務の状況でございます。令和元年度の年間配水量は４０６万１,５３４立方メートルで、前年度

より１０万５,０５６立方メートルの減少となりました。この配水量のうち３２.６％を自己水源で、

６７.４％を南勢水道用水で賄いました。一日の平均配水量は１万１,０９７立方メートル、年間有収水量は

３５９万３,４８３立方メートルで、前年度より４万９,６１９立方メートルの減少となり、有収率としまして

も８８.５％で、前年度より１.１ポイントの増加となりました。有収水量につきましては、用途別、口径別、

月別に内訳を記載させていただきましたので、ご覧おきください。 

  次に、１２ページ、（イ）経営の状況の説明をさせていただきます。 

  決算書の１ページから４ページの決算報告も併せてご覧ください。 

  金額につきましては、消費税込みの金額を申し上げます。 

  令和元年度収益的収支における収入、水道事業収益の決算額は１３億９５２万２,０００円で、前年度より

１,７１１万２，０００円の増加となりました。これは、水道料金収入では４４２万円減少しましたが、営業

外収益のうち、鳥羽小涌園緑の村専用水道施設整備事業完成による補償金前受金戻入が増加したことなどが大

きな要因となっております。 

  次に、水道事業費用ですが、１０億７,１２８万２,０００円の決算額となりました。前年度より

８,４５２万７,０００円増加いたしました。これにつきましては、営業費用のうち岩倉水源地中央管理システ

ム更新工事などの実施などが主な要因となっております。 

  その他、営業外費用で企業債利息５８４万２,０００円、特別損失は、過年度分給水収益の減免等による返

還など１５８万３,０００円の決算額となっております。事業費用の主なものにつきましては、１２ページ中

段に記載しておりますので、ご参照ください。 
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  先ほど申し上げました決算報告書の決算額は消費税が含まれておりますが、収益的収支差引額から消費税を

控除した１億９,１３７万３,０００円が令和元年度の純利益となり、減債積立金及び建設改良積立金を崩した

額１億８,９５３万４,０００円の未処分利益剰余金変動額を合わせた３億８,０９０万７,０００円が未処分利

益剰余金となります。この処分について、地方公営企業法に基づき、議会の承認を得たく議案を上程させてい

ただいております。後ほど説明させていただきます。 

  次に、資本的収入及び支出でございますが、決算書３ページ、４ページも併せてご覧ください。 

  資本的収入の決算額は４億３,６１０万６,０００円で、前年度より１億５８２万１,０００円の増加となり

ました。これは、答志島神島間海底送水管布設工事における国庫補助金や、県道答志桃取線配水管布設工事に

おける県補助金が増加したことが主な要因でございます。 

  資本的支出の決算額では８億４,６９２万４,０００円となり、前年度と比べ５,３６１万７,０００円の減少

となりましたが、建設改良費において事業費の規模が大きい配水池築造工事が終了したことなどが主な要因で

ございます。 

  なお、答志島神島間海底送水管布設工事のうち、陸上部分の工事に係る費用４,８１０万円を地方公営企業

法第２６条の規定により繰越額として計上しております。 

  資本的収支の差引きで不足する額４億１,０８１万８,０００円については、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額４,６７９万９,０００円と、過年度分損益勘定留保資金１億７,４４８万５,０００円、減債

積立金１億１,９５３万４,０００円、建設改良積立金７,０００万円で補填いたしました。 

  決算報告書による収支の状況は、以上のとおりでございます。収益的収支の明細は２４ページから２８ペー

ジ、資本的収支の明細は３５ページから３７ページに記載させていただいております。 

  続きまして、１５ページから１７ページには、１００万円以上の建設工事の概要について記載してございま

す。令和元年度は、管路の耐震化を図る配水管改良工事や、神島へ給水を行うための海底送水管布設工事への

着手など１５件を実施いたしました。 

  次に、企業債の概況についてですが、２２ページをお願いいたします。 

  前年度末、平成３０年末でございますが、残高合計は１１億６,４３１万９,０００円でございます。令和元

年度の繰入額につきましては、令和元年度事業、国道４２号配水管耐震管布設工事におきまして５,０００万

円、県道阿児磯部鳥羽線連絡管布設工事で５,０００万円、答志島神島間海底送水管布設工事で１億円に充て

る財源として合計２億円を財務省より借り入れ、本年度は財務省への７,６４３万５,０００円を初め、地方公

共団体金融機構、百五銀行、伊勢農協に対しまして合計１億１,９５３万４,０００円を償還いたしました。で

すので、令和元年度末残高は１２億４,４７８万４,０００円となっております。 

  最後に、水道料金の収納状況についてご説明いたします。 

  資料として提出させていただきました水道事業決算概要の最終ページ、８ページをご覧ください。 

  水道料金収納状況となっております。月別、科目別で表にして明記しております。上から４つ目の表をご覧

ください。 

  納期到来済み分現年度収納状況でございます。年度内に納期が到来する水道料金としましては、調定額

１０億５,９７２万３,０００円に対し、収納額１０億４,５７１万１,０００円で、収納率は９８.６８％とな
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りました。また、下段の過年度分の収納率としましては５９.１９％となっております。 

  以上で、認定第２号、令和元年度水道事業会計決算の説明とさせていただきます。 

○浜口一利委員長 続いて。 

○浜口水道課長 続きまして、議案第３７号、令和元年度鳥羽市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

をご説明させていただきます。 

  決算書７ページから８ページの下段、令和元年度鳥羽市水道事業剰余金処分計算書（案）を併せてご覧くだ

さい。 

  議案第３７号、令和元年度鳥羽市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について。 

  令和元年度鳥羽市水道事業会計未処分利益剰余金３億８,０９０万７,７６４円のうち、１億円を減債積立金

に積み立て、９,１３７万３,１２７円を建設改良積立金に積み立て、１億８,９５３万４,６３７円を自己資本

金に組み入れるものでございます。 

  提案理由といたしましては、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和元年度に生じた未処分利益

剰余金の処分を行いたく本提案とするものであります。今回の議案につきましては、令和元年度の水道事業の

経営活動の結果として生じた利益について、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を経て、

使途の目的が特定されていないものとして未処分利益剰余金に計上し、使途の目的が特定されている積立金へ

の積み立てと自己資本金への組み入れを行うことから、その処分、使い道の特定をするものでございます。 

  令和元年度の未処分利益剰余金の処分案の内訳といたしましては、企業債の償還に充てる減債積立金として

１億円、今後の基幹管路の耐震化等の事業に必要な財源に充てる建設改良積立金として９,１３７万

３,１２７円をそれぞれ積み立てるとともに、令和元年度企業債元金の償還のために減債積立金から取り崩し

た１億１,９５３万４,６３７円と、建設改良工事のために建設改良積立金から取り崩した７,０００万円と合

わせた１億８,９５３万４,６３７円を自己資本金へ組み入れるものとして提案させていただきます。 

  以上、よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 

○浜口一利委員長 説明は終わりましたが、昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

（午前１１時５７分 休憩） 

─────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、午前中に引き続き会議を再開いたします。 

  水道課長。 

○浜口水道課長 午前中の下水道事業の説明におきまして、不用額の説明が漏れておりましたので、説明させて

いただきます。 

○浜口一利委員長 説明してください。 

○浜口水道課長 決算書の決算に関する説明書の歳入歳出決算事項別明細書の２５３ページになります。 

  ２５３ページ、目２施設管理費、１３委託料で１５４万１,０００円の不用額がありました。これにつきま

しては、汚泥処理業務、汚泥収集運搬業務におきまして、処理量を２４０トン見込んでいましたが、年度最終

の処理量は２０１トンでございましたので、この差額分が不用額となりました。 
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  以上でございます。 

○浜口一利委員長 不用額の説明、ご承知ください。 

  それでは、午前中で鳥羽市水道事業会計決算についての説明は終了しておりますので、引き続いて質疑を受

けたいと思います。ご質疑はございませんか。 

  片岡委員。 

○片岡直博委員 １１ページをお願いします。 

○浜口一利委員長 決算書ですか。 

○片岡直博委員 決算書の１１ページ。 

  業務の１９という中で、有収率についてちょっとお聞きします。８８.５％、前年度に比べて１.１ポイント

も上昇しとるわけですけれども、何か特別な漏水対策をやったのかどうかが１点。ちなみに全国平均が分かれ

ば教えてください。有収率は水価に直接はね返る数値やと思いますので、重要なポイントの、有収率というの

は、これ科目やと思いますので、ひとつよろしくお願いします。 

○浜口一利委員長 答弁をお願いします。 

  杉田課長補佐。 

○杉田課長補佐 杉田でございます。よろしくお願いします。 

  特別なことということは、毎年漏水調査を行っておりますが、それ以外のことは余り、これ以外で特別なこ

とはやっておりません。 

  以上でございます。 

○浜口一利委員長 続いて、全国平均の。 

○杉田課長補佐 全国平均ですけれども、手元に資料がございません。申し訳ございません。 

○浜口一利委員長 西根係長。 

○西根係長 有収率の全国平均なんですけれども、資料としてお配りしました令和元年度水道事業の経営分析の

１ページをご覧いただけますでしょうか。１ページの上から２段目の一番右端に有収率があります。３段あり

ます。一番上が鳥羽市なんですけれども、８８.５％。その一番下、全国同規模事業、そこが平均になりまし

て、８１.９％になっております。 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

  他にございませんか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 委員長、１点お聞きします。 

  有収水量が５万立方メートル減少しているのに、原水費及び浄水費用、これが１,７８６万円増になってお

ります。その理由を教えてください。 

○浜口一利委員長 西根係長。 

○西根係長 費用のほうですけれども、前年にはなかった大きな工事、岩倉水源地に係る工事を今回そこで行っ

ておりますので、その分が、費用として上昇している理由になります。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 
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○戸上 健委員 そうすると、確認ですけれども、原水及び浄水費の増というので、原水費が増にはなっていな

いんですね。 

○浜口一利委員長 西根係長。 

○西根係長 私どもの会計科目の中では原水及び浄水費となっておりますので、一つが上がれば全てということ

になります。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 了解です。 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

  他にございませんか。 

  南川委員。 

○南川則之委員 １点だけお聞きします。 

  今回の決算書をもらった中で、監査から監査の意見書というのも頂いておりまして、その監査の意見書では、

水道の企業会計の評価として、安全で良質な水の安定供給が図られ、おおむね経済性に配慮した事業運営がな

されているというところと、あと財政状況についても、年度末の現金預金の現在高が増して、財政状況の安全

性は確保しているということと、それから監査の資料の最後にも、水道経営の今の書類の中でもキャッシュフ

ローの計算書というのがついておりまして、２５億６,５７１万６,２６０円ということで期末の残高も出てお

ります。これで監査的な意見も含めて、企業経営、良好な運営をされておるという評価をしておりました。私

もそのように全体的なところを認め、そういう評価をしたいと思うんですけれども、この企業経営って、本当

に月例監査も含めていろんなチェックをされてやっておるということで、課長にお聞きしますけれども、課長、

最後の年度ということで、本当に大変やったと思うんですけれども、この企業経営の難しさというんですか、

どういうところを感じたというところがあればちょっと説明をお願いします。 

○浜口一利委員長 水道課長。 

○浜口水道課長 企業経営の難しさですが、鳥羽市の水道事業について少し説明させていただきます。鳥羽市の

水道事業につきましては、年間の水道料金の収入としましては、１１億円前後の収入があります。そのうち約

７割近くが観光関連産業、旅館、ホテルなどの収入になっております。残りが一般市民の料金収入となってお

りますので、そこが大きく影響するわけでございます。申しますのは、観光関連が７割、それで一般市民が

３割として考えた場合に、水道を経営していく上では、ほかの市町なら３割のそこを見て経営していったらい

いとは思うんですけれども、鳥羽市の場合は７割近くが観光関連の水道料金になっておりますので、そこを見

なくてはいけないというところで、観光関連の落ち込みがもろに水道事業のほうに影響してきます。今回のよ

うにコロナの影響が突発的に起こりましたので、そのあたりについても、今後どのような状況になるか、今の

段階では分かりませんが、そこを注視しながら経営に当たっていく必要があるのかなと考えております。 

  以上でございます。 

○浜口一利委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  今年に入ってのこと、話があれですけれども、課長以下、地域経済を下支えするということと、そういう経
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済の回復を後押しするということで、水道料金の減免も半年間されて、さらに、少し話が出ていたんですけれ

ども、続けたいという意向もあるみたいですので、そういったことができるというのが、さっき言った決算に

もありますように、キャッシュフローの中でも、現金期末残高を持っとるという強みがあって、そういう課長

と以下職員の努力というんですか、それによってこういうことができるということですので、先ほど課長が言

った、コロナ対策も含めて経済の落ち込みを下支えするということで、職員はよくやっとるなと思います。 

○浜口一利委員長 南川委員、ご承知かと思いますけれども、決算に絞ってお願いします。 

○南川則之委員 はい。ということで、課長の総括的な話を聴きました。ありがとうございます。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 剰余金についてもよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、質疑もないようですので、これで認定第２号、令和元年度鳥羽市水道事業会計決

算認定について及び議案第３７号、令和元年度鳥羽市水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての審査を

終了いたします。 

  振り返りを行いますので、執行部の皆さんは退席をお願いいたします。 

（午後 １時１１分 休憩） 

─────────────── 

（午後 １時１８分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、本日審査しました範囲で振り返りを行います。 

  委員の皆さんで取り上げたい事業等はございませんか。本日審査しました範囲内でお願いをいたします。 

  介護保険料で何か。戸上委員のほうから質問があったところでございますけれども。介護保険、鳥羽市は高

過ぎではないかという話の中で、３年間で見直すということでというような答弁があったところですが、これ

についてよろしいですか。 

  これは委員長報告の中に反映することはできるかな。 

  介護保険料についてはよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは次に、国民健康保険事業の中で取り上げたい、提案されたい事業はございませんか。 

  高額療養費増の要因とかというような質問があったと思うんですけれども。 

○木田次長 法定外の話が出ました。法定外繰入金を元に戻すべきやとか意見があった。そういう意見がありま

したが、これについては。 

○浜口一利委員長 戸上さんのほうから、法定外繰入の皆減で単年度収支は赤字となっているという指摘があっ

たところなんですけれども、これは戸上委員の意見でよろしいですか。 

（「はい、結構です」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは次に、後期高齢者の中で意見というのは、余り細かいところは、取り上げるべきと

いうところは少しなかったようなことなんですけれども、これについてはよろしいですか。 



－37－ 

○戸上 健委員 委員長、ごめん。 

○浜口一利委員長 後期高齢者。 

○戸上 健委員 はい、後期高齢者。 

  このリード部分で、こういう努力をしましたというのがあっても、その中身について、口頭でいいので、そ

れに関連してもう少し説明してほしいというふうに思いました。それは全てに関わりますもので、全体の総括

の中での話になるかも分かりません。というのは、市民課長が紹介しておった、転入者を救った話ですわな。

ああいう、予算執行上、人間ドラマ的なものが生まれとるわけで、これは市民にとったら、自分たちの税金が、

あ、こういうふうにしたのかと、リアルな例として示されるというふうに思うんですわ。そやもんで、もう少

し。 

○浜口一利委員長 そのあたりは、先日、全体の中でどのような意見が出たという段に加えたいと思います。そ

れでよろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 ただいま大雨警報が鳥羽市に発令されたということで、暫時休憩いたします。 

（午後 １時１９分 休憩） 

─────────────── 

（午後 １時２５分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、振り返りの途中でしたが、会議を再開したいと思います。 

  続いて、定期船課の中で取り上げたい事業とか意見はございましたでしょうか。 

  定期船課、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、下水道事業。 

  この中で、下水道で、やはり南川委員のほうから、ストックマネジメント計画を水道課で自分らでやったと

いうことには評価したいという意見があったところでございますが、それについては、委員長報告なりそのよ

うな形で反映したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、そのようにしたいと思います。 

  そのほかはよろしいですか。 

○河村 孝委員 戸上委員から指摘があった、繰入金、元年度は９,５００万円、約１億円近くのお金が入っと

るわけですね、一般会計からの繰入れが。今後のことを考えると、この形がずっと続けられるのかどうかとい

うのは、私はちょっと疑問だなと。当然、長寿命化計画はこれでつくってもらったけれども、その先にまた大

きく手を加えなきゃならないというところが待っている中で、積立てもできない、なかなか徴収率も上げにく

い部分もあるという、事業自体が本当にこのままでいいのかなという思いはあるので、その辺は、今、私も、

ぱっと、これというアイデアはないんですけれども、何かしらの手は考えていかなきゃならないのではないの

かなと、我々も含めてね、というふうに感じますけれども。 

○浜口一利委員長 河村委員の意見について、どうでしょうか。これまで毎年１億円前後の繰入れを行ってとい
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う形の中で、その中で償還も、６,５００万円やったかな、あがっておったと思うんですけれども、あとどの

くらいいけるか、どのくらいで返還が終わるかということもあるかとは思いますけれども、下水道をこのまま、

このような形でいいものかどうかという意見があったというぐらいの話でよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 委員長報告の中に反映させていきたいと思います。そういうことでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 あと水道課について何か。水道課についても、特別会計ということですので、提言という形

にはならないと思うんですけれども、企業会計ですもので。 

  水道課については、取り立ててよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、これで終わりかな。 

  それでは、議論もないようですので、これまでに皆さんから提案、議論いただいた各事業のうち、ほとんど

は委員長報告に反映させたいとは思っております。その中から一般会計の事業に絞っていただいて、今回の会

議期間中の討議成果として、市長への提言として取扱いをまとめたいと思います。取り扱う項目を決定したい

と思いますので、この後、協議したいと思います。その前に少し休憩を入れたいと思いますので、準備があり

ますので休憩したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

（午後 １時３０分 休憩） 

─────────────── 

（午後 １時３６分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  今回の振り返りの中で、委員の皆様からいろいろご意見を頂いております。その中で、さらにここで協議し

て取りまとめて絞っていこうと思っております。昨日までの３日間協議いただいた事業について、事務局が一

覧表にまとめたものが配付されていますが、この中で提言として取り扱いたい、取り扱うべきものということ

を皆様方からご意見を頂きたいと思います。３日間まとめて、この中から協議いただきたいと思いますが、ど

うでしょうか。 

  一番頭からいきますか。まず、どうしてもこのあたりは提言としてまとめ上げたいという部分、提言として

取り扱いたいという部分。 

  この１日目の中で、地域おこし協力隊事業についていろいろ意見があったと思うんですけれども。 

○山本哲也委員 提言も難しいなと思いますね。 

  いいですか、委員長。 

○浜口一利委員長 はい、どうぞ山本委員。 

○山本哲也委員 次の予算、予算組みも結構しんどいところになるのかなというふうなところも感じるんですけ

れども、そこを向いて、やれやれとかと言うのもなかなか難しいかなというふうなところも感じるんですけれ

ども、それも踏まえて、やれと言うんやったら、やれと言わなあかんのかなというふうに思うし、何ていうん
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ですかね、何か簡単にこれは議会から、こうやったほうがいいです、もっと力を入れてください、お金をかけ

てくださいというのは、何かぽんと言いにくい気がして、よく考えて、その辺も、やれと言うには、責任を持

ってやれと言わなあかんのかなという、今まで以上に厳しいような気がするので、その辺も考えたほうがいい

のかなというふうな気はしますけれどもね。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 山本委員の言うとおりで、骨格予算というところもあるし、このコロナの関係での税収がどう

なるか分からないというところで、議会の皆さんの口数も減ってしまった部分もあったと思うんです。来年へ

の見通しが立たないということですね。 

  そんな中で、委員長報告に関しては、この出た意見を、長くなっても構わないので、何とか漏れなく委員長

報告には盛り込んでいただいて、その中から何を抜粋して提言するかというのは、私は委員長一任でよいので

はないのかなと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。 

○山本哲也委員 一任するに、どうしてもこれだけはとかという部分だけ、あるようやったら入れてもろたらえ

えと思う。それがないんやったらもう一任してええかなと思います。 

○浜口一利委員長 私的にもいろいろ考えたところもあるわけなんですけれども、山本委員の言われた点につい

ても、これまで提言という形で何年かまとめて提言してきたわけなんですけれども、私も今回は、山本委員と

は少し違うんですけれども、例えば地域共生社会というような、その話が、議論があったと思うんですけれど

も、そのあたりにまとめて何か一つ絞ってというような形というのもいいのかなというような話で、そんな思

いもあったわけなんですけれども、言われるように、今、この振り返りの中で出された意見については、委員

長報告には反映させていきたいという、それは当然そうだと思いますが、提言としてこれまでまとめてきたと

いうことですもので、形、提言として、皆様、協議していただければということで、今日、今のこの時間にな

ったところでございますが、山本委員の意見も踏まえて、どうですか。委員長に任せるというのであれば、ま

た事務局とも相談をしなければいけないところなんですけれども。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 僕が委員長をしとったときも、正副議長と正副委員長でということで、そして市長への提言書

の、私も正副議長と委員長の３人で一緒に、渡しに行っとったと思うんです。そやもんで、委員長一人ではち

ょっと肩の荷が重いかも分かりませんもので、正副議長と３人で協議していただいて、それに任すということ

でいかがでしょうか。 

○浜口一利委員長 ありがたいご意見を頂きました。ありがとうございます。 

  議長、よろしいですか、副議長。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○戸上 健委員 委員長、これは全体の絡みでよろしいでしょうか。 

○浜口一利委員長 はい。 

○戸上 健委員 別に提言とか委員長報告にということじゃないんですけれども、２点あるんですけれども、一

つは、例年、決算成果説明書への記述の点です。山本さんも途中で言っとったけれども、予算書で説明しなが
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ら、決算書はスルーしとるというのがあります。それもあかんもんで、それはちゃんと説明せいということも

そうなんですけれども、毎年この聞く数字的なことですね、例えば国保の１人当たりの納税額というのは、毎

年、僕は聞いとるわけですわ。それで、そういう聞かれるものはもう決算成果説明書に記載しておくと。それ

を記載しとると、どういう変化になってきとるのかよう分かるんですわ。納税世帯の課税額に直接関わること

やもんで。そやもんで、ここで意見が出た数字的なものは、聞かれたことはもう極力、それぞれの担当課の判

断だと思いますけれども、記載のほうを検討してもらいたいというのが１点なんです。 

  もう一つは、消防長も、分団の倉庫の改修計画、これ、河村さんから意見が出とって、計画はあるけれども、

この財政状況で思案しとるというようことを言うてました。それは各課全体にそういう雰囲気が漂っていると

いうふうに思うんです。もう超緊縮予算で、コロナがあるもので余計、財政的には新しい事業はほとんど打て

やんのやないかと。この自己抑制というか自己規制というか、もう閉塞感が各課には漂っとったと思うんです

わ。新年度予算を編成するのに、何ていうか、もう新年度予算が出たと、それに対して夢も希望もないような

予算編成になるやないか。特に来年度予算は骨格予算ですわな、４月は。余計にそういう傾向になりがちやと

思うんですわ。そやもんで、財政状況はもう本当に逼迫しているけれども、その中でも知恵を出して、市民に

希望をもたらすような予算編成に留意してほしいということは、ちょっと言うといてもらったほうがええのち

ゃうかいな。もう各課長も、いろんな提案をしても、いろんなアイデアを考えても、これは実らんと、もうそ

の前に諦めとるような雰囲気があるもので、それではあかんというふうに思うんです。 

○浜口一利委員長 ただいま言われた意見については、やはり重要なところかと思いますし、市民のいろいろ明

るいところをそぐようなことではいけないというところと、職員のやる気をそぐようなことでもいけないとい

うところで、提言の中に何とかその文言は入れることができればなと今思いました。また議長、副議長とも相

談しながら、そのことについても反映させていくような方向で調整はしたいと思います。 

○戸上 健委員 よろしくお願いします。 

  決算委員会の全体の同僚委員の対応も、やったことをあれこれ、あれもあかんのやないか、これもあかんの

やないかというよりも、評価、激励するトーンのほうが、僕は濃厚やったというふうに思うんですわ。その辺

をぜひ執行部のほうも酌んでほしいというふうに思います。 

（「異議なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 大変いい意見を頂きましてありがとうございます。 

  それでは、この取りまとめというところは、今言われたような、私と議長、副議長にお任せいただければと

思います。先ほども言ったんですけれども、この振り返りの場で出された意見については、委員長報告に反映

していくような方向でいきたいと思いますので、そのあたりもよろしくお願いしたいと思います。 

  今日の取りまとめということで時間を取っていただきましたが、そのようなことでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、先ほども言ったんですけれども、委員長、正副委員長も含めてなんですけれども、

議長、副議長、どうかそのあたりもよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、採決に入る前に、説明員入室のため暫時休憩いたします。 

（午後 １時４８分 休憩） 
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─────────────── 

（午後 ２時０２分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  これより採決を行います。 

  お諮りします。 

  本委員会に付託されました認定第１号、令和元年度鳥羽市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算について、

原案どおり認定することに賛成の諸君は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○浜口一利委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、認定第１号については原案どおり認定することに決定しました。 

  続いて、認定第２号を採決を行います。 

  お諮りします。 

  認定第２号、令和元年度鳥羽市水道事業会計決算について認定することに賛成の諸君は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○浜口一利委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、認定第２号については原案どおり認定することに決定しました。 

  続いて、議案第３７号を採決します。 

  お諮りします。 

  議案第３７号、令和元年度鳥羽市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、可決することに賛成の諸

君は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○浜口一利委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第３７号については原案どおり可決することに決定しました。 

  ありがとうございます。 

  それでは、市長には、当委員会での決算審査の様子を執務室で聞いておられたと思いますが、感想など一言

頂戴したいと思います。よろしくお願いをいたします。 

  市長。 

○中村市長 お時間を頂きましてありがとうございます。 

  議員の皆様におかれましては、週をまたいで長時間にわたり熱心な議論、慎重な審議を頂きまして、そして

その結果として、全会一致でもって各議案を認定していただきまして、誠にありがとうございました。 

  感想としては、いつもにも増して、担当課や職員の頑張りに対する激励といいますかお褒めを頂いた回数が、

案件がとても多かったんではないかなというふうに思っております。これからも職員のほうにつきましては、

大変な励みになったのではないかなというふうに思っております。本当にありがとうございました。 

  それと、数字だけではない成果というところで、その事業を行うに当たっての苦労であるとか工夫であると

か、あるいはその対象となった市民の方の喜びの声などはないかというような感想を求められたことも、そう
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いったことを皆さんにご披露する機会を頂けたということで、これもこちら側にとってはとてもいい機会を頂

いたとありがたく思っておるところでございます。 

  以上が、この４日間傍聴させていただいた、途中、来客やら打合せがあって飛び飛びにはなっておりますけ

れども、感想でございます。この昨年１年は、一陽来復予算ということで、厳しい時代が過ぎて少し暖かい季

節がやってくるという意味でしたけれども、年度末に来てコロナウイルスに見舞われて、それがまだ今なおか

つ続いているということで、先ほどの振り返りの中でも議員の皆さんからも、来年の予算編成については厳し

いであろうというご心配もしていただいたところでありますけれども、今日、この４日間で頂いたご意見の中

には、厳しい指摘ながらも前向きといいますか、よくやっているというようなご意見も頂きましたので、そう

いったことも参考にさせていただきながら、新年度は骨格予算でありますが、新年度の予算編成に臨んでまい

りたいというふうに思っております。 

  ４日間にわたり慎重審議いただきまして、本当にありがとうございました。 

○浜口一利委員長 市長、ありがとうございました。 

  この４日間の各委員の思いもちゃんと酌み取っていただいてというところで、本当にありがとうございます。 

  続いて、副市長にも、今回の決算審査には４日間出席を頂きました。途中、少し発言も頂きたかったところ

もあったわけなんですけれども、機会をつくることができずに、どうもすみませんでした。この時間に思う存

分感想などを一言頂戴したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  副市長。 

○立花副市長 副市長の立花です。 

  どうも４日間、長い間ご審議いただきましてありがとうございました。そして、満場一致で認定いただきま

して、誠にありがとうございました。 

  平成元年の予算につきましては、振り返ってみますと、やっぱり国体の開催とか水産研究所とか、消防庁舎

の建て替えとか、いろんな大きな事業が重なりつつある中、これはもう明日の鳥羽を考えたときに貴重なもの

の中で、また財政の厳しい中、どうやって予算を組み立てていこうかということで、随分、後ろに控えており

ます課長とも議論をしながらやってきた予算でございます。それだけに、心を一にしてやっぱり組んでいかな

いとなかなかできないかなと思っておりまして、いろんな議論を重ねながらやってまいりました。 

  ただ、１０年後、２０年後のこの人口減少問題なんかを考えると、厳しさというのは、先ほどもご指摘いた

だいておりますけれども、非常に予算は厳しいものがあるというふうなことで、そういった予算を元年度の間

に職員の皆さんが一生懸命やっていただいたたまものが、厳しい意見も頂きましたけれども、それ以上にお褒

めの言葉を頂いたことがそれに表れているのかなというふうに思っております。 

  ついさっきまでは、昨年の令和元年度の予算がいかがなものだったということで、緊張して審査の状況をい

ろいろ拝聴しておりましたけれども、もう今や私の心は、次の予算編成、またいろんなこと、お伺いしたこと

を受けて予算編成を組んでいかないといけない。コロナ禍でいろいろと歳入の面での減少なんかも見込まれま

すので、骨格予算とはいえ、作業としては同じようなことをやっていかんといかんのかなというふうに思って

います。厳しい中で、職員一同、力を合わせて予算を編成していきたいなというふうに思っております。また

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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  今日はどうもありがとうございました。 

○浜口一利委員長 副市長、ありがとうございました。 

  続いて、会計管理者からも今回の決算審査についての感想などを一言お願いしたいと思います。 

  会計管理者。 

○世古会計管理者 会計課の世古でございます。 

  鳥羽市の台所を預かる者として、一担当課長ですけれども、私の意見と感想を述べさせていただきます。 

  委員の皆様におかれましては、決算認定の審査に当たり、１８日から本日までの４日間、ご審議、誠にあり

がとうございました。本委員会につきましては、委員の皆様から闊達なご質問、意見を頂き、大変貴重な決算

審議になっていたように感じております。各事業の説明においては、決算成果説明書による説明に統一したこ

とにより、委員会の審議の中では、事業の進捗状況、事業成果等を中心に審議されるようになり、年々、より

よい審議ができるようになっていると思います。 

  ただ、執行部側の説明不足や工夫が要るのではないかと思われる部分も見受けられました。加えて、委員か

らの質問に対し、意にそぐわない答弁も幾つかあったように思われます。今後は、そのようにならないよう、

職員は、事業内容をより一層把握し、分かりやすい説明ができるよう努めていかなければならないと感じまし

た。一方、各委員からしっかり対応している職員に対しお褒めの言葉も頂き、モチベーションも上がっている

職員もいたのではないかと思います。 

  本委員会を経て私たち職員は、本市の財政状況を鑑み、各事業をしっかり検証し、市民から賛同を得られる

事業の選択に努めていかなければならないと思います。今後も、議会と執行部は互いに切磋琢磨し、改革すべ

きところは積極的に改善していかなければならないと思います。 

  最後に、本委員会の委員の皆様から頂いたご指摘、ご意見を今後の取組に反映しながら、事業の推進を図っ

てまいりたいと思います。 

  ４日間にわたる審議、本当にありがとうございました。 

○浜口一利委員長 ありがとうございました。 

  続いて、最後になりましたが、議長にも一言お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  議長。 

○木下順一議長 最後に発言できる機会を頂きまして、ありがとうございます。 

  ４日間にわたりまして、浜口委員長以下、委員の皆さん、本当にお疲れさまでございました。また、執行部

のほうも、副市長も４日間、気持ちは分かります。しゃべらんとここに座っとるという気持ちはよう分かるの

で、大変お疲れさんでした。 

  それと、私、一つ思うのは、やっぱりここへお見えの執行部の幹部の皆さんだけではなくて、やはり今職務

に励んでおられる若手の職員なんかの努力もあってこういう決算ができたんではないかと思っておりますので、

ぜひ上司の方は、部下のほうへまた本当に励みになるようなお言葉の一つでもかけてあげていただきたいと思

っております。 

  そして、令和元年度のこの決算については、監査委員からも意見書が出ておるように、私も、良好な数字で

あると認識をしております。細かいことというか中身をちょっと見させていただきますと、ふるさと創生基金
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のふるさと納税分なんかの充当の在り方にあっても随分改善をされておるように思いますし、将来負担比率の

ほうも６２.５％ですか、前年度に比べて３.６ポイント減少し、財政を圧迫しているとまでは言わないところ

にあるんではないかと思っています。また、実質公債費比率も前年度からずっと見ていますと、１０％いくの

かなというところでこらえていただいて、９.５ですか、単年度で。そういうふうなこともあったので、良好

なほうに近づいていってもらっているように思います。 

  委員会の中では、これ、先ほどから皆さん言われているように、繰り返しで重複する部分もあるかと思いま

すけれども、委員の中からも、成果等々についてお褒めの言葉が多かったように思います。一方、もう少し工

夫とかされれば成果なり効果が上がったような事業もあったように思いますので、そのあたりは、委員から出

された意見等々をさらに研究、一考していただければありがたいと思っております。 

  さらには、今回のこの、先ほど副市長も令和３年度のほうへ頭がいっているということですけれども、昨年

度は企画財政のほうでワークショップ等々をやっていただいて、第６次の総合計画に向けてワークショップ

等々、市民の意見等々も聴きながらというところで、ちょっとこのコロナで状況が変わってしまったところも

あるかと思うんですけれども、このコロナにあっても、鳥羽の将来に希望が持てるように、そしてまた市長以

下執行部の皆さんも、この鳥羽を少しでもよくしたいと、このように思っておると、我々もそうですけれども、

そのあたりが一人でも多くの市民に届くように政策展開をお願いしたいなと思っておりますので、ぜひ議会と

も一緒に頑張って、このコロナ禍を乗り切っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。 

  以上で総括に代えさせていただきます。 

○浜口一利委員長 議長、ありがとうございます。議長らしい、冷静に分析した言葉を頂いたということで、何

かこう実感がこもった、本当に言葉を頂きました。どうもありがとうございます。 

  私も、この４日間、無事、委員長の役割を務めさせていただきました。これも委員の皆様方、また執行部の

皆様方のおかげと感謝を申し上げたいと思います。 

  令和元年度の決算については、基本であるところの歳入においてもしっかりとされている点、また、歳出に

おいても、大型施設建設のある中で計画的に遂行されている点など評価したいと思います。 

  また、懸念する点としては、市債発行額が今年度１４億円となり、残高が１２０億円で推移している。これ

までもそうだったんですけれども、今後数年さらに厳しい状況が続くであろう。この点については、各委員と

も同じ思いを持っての決算委員会であったように思います。ですから、この４日間、いろいろこれまでと違っ

た、厳しい追及ばかりではなくして、やはり職員の思いを酌み取った発言が多かったように思います。 

  委員会の流れとしては、成果説明書主体の説明で、担当課の説明もよく整理されていて、大変分かりやすく

感じました。各委員も、予算ではなくて決算であることの認識をしっかりしていただいた中での意見にとどめ

ていただいていたと、そう思っています。時には決算とは少し逸脱した点もありましたが、これについては、

私の適切な進行の不足かと反省はしております。今回の審査においても、毎日の振り返りを行うことにより、

その内容に対する理解を深め情報共有することで、意見出しができたものと思っております。その中から、次

年度の予算編成につながる、副市長の言われた重要な意見などを集約できたと思っていますので、後日、委員

長報告、提言として提出をさせていただきますので、どうかよろしくお願いをいたします。 

  以上をもちまして本日の委員会を終結しますが、決算審査に係る委員長報告については委員長にご一任願い
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ます。 

  なお、来週２８日は午前１０時から予算決算常任委員会を再開し、議案第２２号、令和２年度鳥羽市一般会

計補正予算（第９号）、議案第２３号、令和２年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）、議

案第２４号、令和２年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第３号）の３件の審査を行いますので、定刻

までにご参集願います。 

  本日はこれを持ちまして散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ２時２１分 散会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 

 

 令和２年９月２５日 

 

              予算決算常任委員長    浜  口  一  利 


